
日南町第４回定例H30年６月19日
日南町告示第33号
　平成30年第４回日南町議会定例会を次のとおり招集する。
　　　平成30年６月11日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南町長　増　原　　　聡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　招集年月日　　平成30年６月19日
　招集場所　日南町役場庁舎　議場
　　　　───────────────────────────────
○開会日に応招した議員
　　　　　　　山　本　芳　昭君　　　　　　　　　　　坪　倉　勝　幸君
　　　　　　　荒　木　　　博君　　　　　　　　　　　近　藤　仁　志君
　　　　　　　惠比奈　礼　子君　　　　　　　　　　　久　代　安　敏君
　　　　　　　大　西　　　保君　　　　　　　　　　　足　羽　　　覚君
　　　　　　　古　都　勝　人君　　　　　　　　　　　福　田　　　稔君
　　　　　　　村　上　正　広君
　　　　───────────────────────────────
○応招しなかった議員
　　　　　　　な　し
　　　　───────────────────────────────
────────────────────────────────────────
　　　平成30年　第４回（定例）日　南　町　議　会　会　議　録（第１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年６月19日（火曜日）
────────────────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　議事日程（第１号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年６月19日　午前９時開会
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　一般質問
日程第４　報告第１号　平成29年度日南町繰越明許費繰越計算書について
日程第５　議案第52号　日南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正について
日程第６　議案第53号　平成30年度日南町一般会計補正予算（第２号）
日程第７　議案第54号　平成30年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
日程第８　議案第55号　平成30年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）
日程第９　議案第56号　平成30年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）
日程第10　議案第57号　人権擁護委員候補者の推薦にあたり議会の意見を求めることにつ
いて
日程第11　平成30年陳情第２号　精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書
提出に関する陳情書
日程第12　平成30年陳情第３号　地方財政の充実・強化を求める陳情
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　本日の会議に付した事件
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　一般質問
日程第４　報告第１号　平成29年度日南町繰越明許費繰越計算書について
日程第５　議案第52号　日南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正について
日程第６　議案第53号　平成30年度日南町一般会計補正予算（第２号）
日程第７　議案第54号　平成30年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
日程第８　議案第55号　平成30年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）
日程第９　議案第56号　平成30年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）
日程第10　議案第57号　人権擁護委員候補者の推薦にあたり議会の意見を求めることにつ
いて
日程第11　平成30年陳情第２号　精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書
提出に関する陳情書
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日程第12　平成30年陳情第３号　地方財政の充実・強化を求める陳情
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　出席議員（11名）
　　　　　　２番　山　本　芳　昭君　　　　　　３番　坪　倉　勝　幸君
　　　　　　４番　荒　木　　　博君　　　　　　５番　近　藤　仁　志君
　　　　　　６番　惠比奈　礼　子君　　　　　　７番　久　代　安　敏君
　　　　　　８番　大　西　　　保君　　　　　　９番　足　羽　　　覚君
　　　　　　10番　古　都　勝　人君　　　　　　11番　福　田　　　稔君
　　　　　　12番　村　上　正　広君
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　欠席議員（なし）
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　欠　　員（１名）
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　事務局出席職員職氏名
局長　───────　岩　崎　昭　男君　　書記　───────　花　倉　順　也君
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　説明のため出席した者の職氏名
町長　───────　増　原　　　聡君　　副町長　──────　中　村　英　明君
教育長　──────　丸　山　　　悟君　　総務課長　─────　木　下　順　久君
企画課長　─────　實　延　太　郎君　　教育次長　─────　安　達　才　智君
住民課長　─────　淺　田　雅　史君　　病院事業管理者　──　中　曽　森　政君
農林課長　─────　久　城　隆　敏君　　病院事務部長　───　伊　田　英　寿君
建設課長　─────　財　原　　　積君　　福祉保健課長　───　梅　林　千　恵君
保育園長　─────　田　邊　陽　子君　　会計管理者　────　花　倉　幸　江君
農業委員会事務局長　　松　本　道　博君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　議長挨拶
○議長（村上　正広君）改めまして、おはようございます。
　本日、第４回定例会を招集いたしましたところ、議員全員の御出席を賜り、ありがとう
ございました。
　今期定例会には、条例の一部改正や補正予算などの議案が提案されています。議案審議
や一般質問を通じて、町民の意見をまちづくりに反映させるとともに、より一層町政の発
展と町民福祉の向上に寄与されることを期待するものであります。
　昨日、近畿地方を中心に震度６弱の地震が発生し、死者４名を含む大きな被害が出まし
た。災害は忘れたころにやってくると言われ、転ばぬ先のつえともよく言われますが、万
全の対策を講ずる必要性を感じています。
　また、サッカーワールドカップがロシアで開催中であります。今夜、日本もコロンビア
との初戦を戦いますが、寝不足にならない程度での応援で、ぜひとも勝利を目指していた
だきたいというぐあいに思っております。
　議員おのおのが町民の声を聞き取り、足で稼ぎ、一助にしていただきたいというぐあい
に思っております。
　議員並びに執行部各位には、議会運営に格段の御協力をお願いを申し上げ、開会の御挨
拶を申し上げます。
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午前９時２０分開会
○議長（村上　正広君）ただいまの出席は１１名であります。定足数に達していますの
で、平成３０年第４回日南町議会定例会を開会いたします。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
　タブレットの報告書ファイルをお開きください。地方自治法第１２１条の規定により、
本定例会に出席を求めた者は、１ページの報告書のとおりであります。
　本町の監査委員から、平成３０年５月１７日付及び３０年６月１８日付をもって、地方
自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果について報告がありました。２ペ
ージから２７ページのとおり報告をいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
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　日程第１　会議録署名議員の指名
○議長（村上　正広君）日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。
　会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、８番、大西保議
員、９番、足羽覚議員の２名を指名をいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第２　会期の決定
○議長（村上　正広君）日程第２、会期の決定を議題といたします。
　今期定例会の会期は、さきに議会運営委員会に諮問し、答申を得ていますが、その会期
は、本日６月１９日から６月２２日までの４日間であります。
　お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日６月
１９日から６月２２日までの４日間とすることに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から６月２２日ま
での４日間に決定をいたしました。
　つきましては、今期定例会の運営について、格別の御協力をお願いをいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（村上　正広君）ここで執行部から発言が求められていますので、これを許しま
す。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）おはようございます。議員各位には、定例会に御参集いただき、
ありがとうございます。
　先ほど議長さんのお話にもありましたように、きのう大阪で震度６弱という地震が発生
いたしました。これで３日間、関東、そして中部、そして近畿と、３日間、大きな地震が
続いております。昨日の被災者の皆さん、そして亡くなられた方に心からお見舞いを申し
上げたいというふうに思っております。
　今期議会には補正予算等を提出しておりますが、議案第５６号の日南病院会計につきま
して、若干御説明を申し上げたいというふうに思っております。
　かねて日南病院につきましては、専属の、専任の医師の方の確保をずっと願ってきたわ
けでありますけども、今回５７歳の医師の方を日南町に迎えることができました。今回、
副院長としてお迎えをするというふうなことであります。また詳しくは議案の中で説明す
るというふうに思っておりますが、とりあえず日南病院の存続について、ある程度めどが
立ったということを御報告させていただきたいと思っております。
　今議会、よろしくお願いいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第３　一般質問
○議長（村上　正広君）タブレットの一般質問ファイル１ページをお開きください。
　日程第３、一般質問を行います。
　一般質問は、通告順にこれを許しますが、議事進行の都合と通告制になっている関係
上、関連質問については制限をいたしますので、御協力をお願いいたします。
　８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）昨日の朝発生した大阪を震源とした地震で被災された方々
に対し、お見舞い申し上げます。早急な復旧、復興をなされることを祈念いたします。
　さて、６月１０日に行われた西部消防ポンプ操法大会において、ポンプ車の部で日野上
分団が準優勝、福栄分団が５位入賞、そして小型ポンプ車の部では大宮分団が準優勝と輝
かしい成績をおさめられました。７月１日の県大会へ向けて、さらに厳しい練習を積んで
おられる姿に対し、敬意をあらわしたいと思います。
　また、日ごろより西部広域消防江府消防署生山出張所及び日南町消防団並びに自治会自
衛消防団の方々に対し、町民の生命、財産を守っていただき、感謝申し上げます。
　私は、６月議会において、３点について質問させていただきます。
　まず１点目は、防災についてであります。
　５月２６日に火災が発生し、死亡という大変不幸な事象が発生しました。お亡くなりに
なられた方と御遺族の方に対し、お悔やみ申し上げます。今回の事象から、今後の防災・
予防・再発防止について、町として何らかの対策を検討されたのかをお伺いいたします。
　２点目は、環境についてであります。６月は環境月間でありますが、環境立町を目指す
日南町としての取り組みはどのような内容をされるのかをお伺いいたします。
　次に、平成２８年７月に策定された日南町地球温暖化防止実行計画で、基準年の平成
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２５年度に対して、直近での温室効果ガスＣＯ2 ・;の削減量及び削減パーセントは幾ら
かをお伺いいたします。
　次に、環境の３点目は、平成３０年３月に第三次日南町環境基本計画の５カ年計画が策
定されました。計画策定に当たり、事務局の住民課は役場の各課と連携し、作成されたか
をお伺いいたします。
　最後に、企業進出についての件ですが、昨年８月より霞地内への企業進出に向けた地元
説明会及び協議が進められましたが、本年１月に企業側から、進出断念し、他地域での事
業展開するとの説明文書が霞自治会に配布されました。当初から説明会に参加された方か
らは、その後、約半年経過してるが、現在どのようになってるのかの御意見をよく聞きま
す。町として把握されている情報をお伺いいたします。
　以上、よろしくお願いいたします。
○議長（村上　正広君）執行部の答弁を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）大西保議員の御質問にお答えいたします。
　今回の火災の事案でありますが、今回のような不幸な事故を減らしていくため、今後も
さらに火災予防・啓発を行っていくのはもちろんのこと、早期の救助対応につなげるた
め、いち早く現場に到着できる自衛消防や公設消防による要救助者の把握から、装備を備
えた広域消防への連携をさらに密にしていきたいと考えております。
　また、農業を営むためにやむを得ず野焼きを行う場合の留意点の周知徹底も、風が強い
ときには火入れを控えていただく、また、消火用の水を必ず用意していただくことなど、
基本的なことについて再度啓発してまいりたいと考えております。特に３月から５月は空
気が乾燥し、火災の起きやすい時期であり、ここ近年では町内においても火災が発生して
おります。
　町としても、火災を未然に防ぐために、この時期に合わせ、各地域を消防団が巡回し、
火災予防放送を行うとともに、啓発の防災無線放送も数回行ってきたところであり、今後
さらに啓発に努めたいと考えております。
　次に、環境につきまして、６月の取り組み内容につきましては、月間の取り組みとして
は、不法投棄啓発パトロールを毎年実施しております。本年度は６月１９日に鳥取県、鳥
取県警、鳥取県産業資源循環協会、旧産業廃棄物協会と合同で行います。
　続いて、町地球温暖化防止実行計画で、直近での温室効果ガスＣＯ2 ・;の削減量は幾
らかという御質問でありますが、平成２８年７月に策定した日南町地球温暖化防止実行計
画でＣＯ2 ・;の削減目標を、国の基準年に合わせ、２０１３年、平成２５年度から
２０３０年、平成４２年度とし、削減目標を２６％に設定したところであります。平成
２５年度の排出量の５，３３５トンに対しまして、平成２８年度は５，２０６トンと、
２．３８％の削減となっております。
　続いて、第三次日南町環境基本計画の策定に当たり、役場各課と連携し策定したのかと
いう点についてでありますが、第三次日南町環境基本計画策定に当たり、前回の策定が前
年度だったことから、本文は前回の計画を踏襲しており、主な改正は実行計画の数値目標
の策定について指標を整理いたしました。指標の新設は２件、廃止は４件など、目標数値
の設定などを各課の担当からの意見をもとに策定しております。
　次に、企業進出についてでありますが、今の状況について確認したところ、兵庫県西脇
市にある工場と賃貸契約を交わし、現在、建物の改修計画を行っているとのことでありま
す。また、改修計画と並行して、液体ガラスの活用について、試験を重ね、検証をしてい
ると伺っております。今後は、機械の発注・整備を進め、一日も早い操業を目指して事業
化に取り組まれるとのことであります。いずれにいたしましても、日南町の進出を断念さ
れた経過ではありますが、日南町の木材活用につながる可能性は秘めておることから、企
業とは今後も有効な関係を保ちながら、事業展開を注視してまいりたいと考えておりま
す。
　以上、大西議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（村上　正広君）再質問がありますか。
　８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）防災の件ですけども、町としての取り組みもわかりまし
た。
　今回、死亡事故という最悪の状況になったわけですけども、過去、平成２６年度にもあ
ったということで、大変悲しい事柄が発生しました。我々やるときに、いろんなリスクマ
ネジメントする場合に、一番最大は死亡というのが一番大きなリスクでありますので、そ
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のため、よく言うのはハインリッヒの法則で、１対２９対３００ということで分析してい
くわけですけども、今の注意喚起、放送であるとか等々はよくわかりました。消防を中心
にやっていただきたいと思うんですけども、私も何かこの中でいろいろできないかなとい
うことで、２つあるんですけど、１つは届け出という、こういった煙が発生すると火災と
紛らわしいという、届け出というのがあるんですけども、届け出について、町としてはど
の程度把握されてるのか。要するに消防署への届け出ですね。届け出出したからいいとは
言いませんけども、届けを出すことに当然注意喚起もあるんですが、その届け出の内容と
か、その辺は把握されているでしょうか、町として。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）今回の事象につきましては、農地の草焼きからの火災通報と
いうことでございましたけども、畑や田んぼの枯れ草を焼かれるということにつきまして
は、いろいろと法的な解釈もあろうかと思います。一つには、森林法でいう火入れという
ふうな部分があると思います。いわゆる森林から１キロメートルの範囲内にある、もとも
とは原野でありますとか山岳荒廃地というふうな部分を想定をした法にはなっております
けども、日南町のような山の中の狭隘な谷間の中に農地があるような部分につきまして
は、１キロメートル範囲内、森林からという範囲になりますと、ほとんどの農地が入って
まいります。そういった中で、森林法では火入れの許可を市町村が出すというふうな法律
の基準にはなってございます。こちらについて、本当に法に照らしてしっかり運用すると
いうことになりますと、届け出される側に対しましてもかなりの負担といいますか、許可
を受ける作業をされてからの火入れ作業になります。こういったことを踏まえて、従来か
ら十分に気をつけていただきたいという、日南町内ではどこもが火入れの対象になるけど
も、それについては十分気をつけてやっていただきたいという意味で、消防のパレードを
しましたり、防災無線で注意を呼びかけながら、けた焼きを実際にはやっていただいてお
るという状況がございます。
　届け出と言われましたけども、全て許可をとってやるかどうかにつきましては、双方の
負担のことも考えまして、事務的なところにつきましては、今後また協議を進めていきた
いというふうに思っておりますけども、現状では、そういった意味で、注意喚起をしなが
らやっていただいているというのが現実です。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）私も大変、全て届けを出せとか出さなきゃならないという
ことはないと思うんですけど、先ほどから町長も言われるように、注意喚起というんです
か、それを出すこと、つくること、わかってることによって、あっ、ちょっと注意しなけ
ればならないなとか、それから、先ほど水も用意しときなさいと、消火用の。そういった
とこをやはり複数の方、例えば１人であるからという場合もありますし、複数であればい
いなという場合もあるんですけども、実は消防署のほうにも、ちょっと私も勉強のことで
確認しに行きました。町内で出される方もおられます。きちっと届け出を出されて、火入
れをされてる方もおられます。そういうことがあるんだよということをまた注意喚起され
ながら、あくまで注意喚起ですので、よろしくお願いしたいと思うんですが、もう１点、
気になったの、火災警報、せっかく防災行政無線もございます。家の中にもあります。た
だ、全域が外におれば聞こえるということではないんです、今、デジタル放送の関係の改
修工事もやるということですけども。やはりそういった放送の関係ですね、当日ちょっと
聞いてみたら、２６日の朝９時８分に火災警報が発令されたそうなんですが、発令された
から火事が起きるとか起きないとか、そうじゃないんですけども、そういった警報の出た
場合に、町としてどのような住民に知らせる方法になっておるんでしょうか、システムで
すね。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）火災警報と言われます部分でございますけども、当然乾燥状
態が続くこの春先に向けて、乾燥注意報からいわゆる火災に十分注意をしなさいというふ
うな情報は随時流れてまいります。乾燥時期が長く続きますと、ほぼ毎日そういった状態
が出てまいりますので、毎日の呼びかけ放送というのは実際やってないわけでございます
けども、折を見ながら、週に１回程度の注意喚起の放送は流させていただいております。
今後どういったタイミングで、どういった間隔で流すのがいいかというのは再度協議をし
ながら、いわゆる防火の啓発につながるような情報はお出しをしていくように努めたいと
思っております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）実は私もこの防災関係を勉強するという中で、日南町の地
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域防災計画があります。風水害対策編ということで、平成２６年度に修正されてます。そ
の中、ページが１７４ページあるんですけども、一応目を通しまして、特に火災警報につ
きましては細かく書いてあります。これに基づいていくならば、警報が出た場合は放送す
るとなっておるんですが、当日は土曜日だったもので、休日の場合はどうなのかとか、そ
ういった質問もしたいんですけども、今の答弁とこれの、ページ数は２４ページから６０
何ページまであるんですが、きちっと書いてあるんですよね。警報出た場合には、湿度
何％、風速何メーター以上のときには、鳥取気象台から県に来て、最初は消防に来て、町
に来て、町から一般住民にお知らせするというシステムになっとるわけですね。今は乾燥
なってるから、何回かに１回はするということですけども、これでいくと警報出たらする
ことになっておるんですが、私が言いたいのは、このような重大な発生、死亡事故出たも
ので、やっぱりそういったときはこういったシステムというんですか、計画というのをも
う一遍見直して、実態に合った形にするべきだと思うんですけども、この計画は当然、総
務課長は御存じですね。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）確かに防災計画のほうにはそういった基準が設けてございま
す。それを存じ上げた上で、実際問題、毎日、乾燥注意報、毎日、火災に注意しましょう
というふうな情報が流れてくる中で、毎日の放送を実施するかどうかというところについ
ては、若干いろいろ考慮しながら、週の初めにするとか週の終わりにするとか、そういっ
た運用をしているのが事実でございます。それが正しいかどうかにつきましては今後検証
もしてまいりまして、特に乾燥期におきましては、頻度の高い情報を流したいというふう
には考えております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）その判断は、総務課長がするんでしょうか、町長がするん
でしょうか。というのは、これから熱中症注意警報とかでいろいろ出てくるわけですね。
これ、しょっちゅう出るから、もう週１回でいいわとか。ここに書いてあるのは、気象庁
がと、鳥取気象台が発令した場合にということで、最終、町長まで、町長が一般住民まで
周知するというシステムになっとるわけですね。今の総務課長の答弁でしたら、何回かに
１回とか、もうしょっちゅう出るもんだからというような形になるんですが、その辺のシ
ステムですね、特に休日の場合とか、いろんな判断要る場合にどうされてるか、そういっ
たとこを、こういったシステムを見直されてはどうでしょうかと私は質問しとるわけで
す。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）お答えいたします。
　警報ということでありまして、多分、今、総務課長のほう、若干異常乾燥注意報との混
同もあっとるかというふうに思っております。警報というのは、そんなに頻繁に出るもん
ではございません。御承知のとおり、食中毒警報であるとか暴風警報であるとか、それは
本当に１年間に多分１０回出れば多いというふうなものだというふうに思っております。
そういうものについてはやはりしっかり放送するというふうなことが必要かなというふう
に思っておりますので、特に警報につきましては、異常乾燥注意報とか強風注意報とか大
雨注意報とかというふうなものはちょっと若干、警報というのは一段階上のものでありま
すので、そちらについては再度検討して、できる限りやはり周知をしていくということが
肝要かなというふうに思っておりますので、また検討していきたいというふうに思いま
す。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）ありがとうございました。今の町長答弁がそのとおりでご
ざいまして、こういった事象起きた場合に、やっぱりシステムはどうかと、完璧な
１００％のシステムございませんので、それをよくしていくんだということで、我々も民
間にいて製造業やってたときは、品質のトラブル起きたとき、必ずそういった形、全てシ
ステムの見直しとかやっておった経過ありますので、システム、１００％正しいことはご
ざいませんので、見ながら、あくまで火災につきまして注意喚起ということでよろしくお
願いをしたいと思います。
　では、２点目の環境のことですが、環境月間ということで、日南町の６月の取り組みは
ということで、実は鳥取県の６月は環境月間ということで、５月３０日にこのように出ま
した。鳥取県は、御存じのとおり、環境立県鳥取県を目指すんだということでこのような
取り組みで、それから、平成１８年度鳥取県環境白書を公表したということで、ざあっと
項目たくさん出ておりますけども、ここまでは言わないんですけども、日南町も環境の月
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間に何をするかと聞きましたら、不法投棄のパトロールをされるということ、本日される
ということなんですが、実はこのパトロールの件につきましては、日南町環境立町推進協
議会が５月の１６に開催されました。このときにいろんな計画と昨年度の実績言うんです
けども、こういった不法投棄について、今月にこのようなすることを全く、去年は１０月
だったもんで、ことしはなぜ６月に急遽なったのか、環境月間で日南町の取り組みはこれ
だけなのか、何か寂しい気がするんですが、その辺はどうなんでしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）このパトロールにつきましては、環境月間のパトロールは、
毎年これは行っておりまして、これは鳥取県が音頭とってといいますか、県のほうから声
かけされてやっとるもんで、議員のおっしゃる１０月につきましては、鳥取県の環境美化
促進に関する条例に基づくパトロールだと思います。そちらのほうも、日南町も参加させ
てもらって、一緒に不法投棄だとか野焼きとか、そういったものへの注意喚起を行ってお
ります。
　それから、今月、一応もう１個、環境立町推進協議会として、オオハンゴンソウの草刈
り、これも毎年実はこの時期にやっておりまして、この月間に合わせてというわけではご
ざいませんが、この時期、そういった活動もあわせて行っております。
　そして、今月の末にはこの環境立町推進協議会の役員会を行いまして、ことしどういっ
た事業活動を行っていくのかというようなことも検討して、これからの今年度の活動につ
なげていきたいというふうに思っております。以上でございます。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）環境月間の取り組みということで、ちょっと寂しい思いも
します。今後、特に環境月間のとき、クールビズだけじゃございませんので、いろんな内
容でお願いします。
　次に、地球温暖化防止実行計画、平成２８年度に策定された件ですけども、実際に削減
のトン数がわずかなんですよ。わずかっていうと、２．３８％、１３０トンぐらいですけ
ども、一番計画に対して効いたのは何が効いたんでしょうか、削減で。増減があると思い
ます。ふえた場合と削減になった場合は、何が効いたんでしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）議員おっしゃるように、削減が２．３８％ということで削減
量としましては少ないものになっておりますけれども、一番大きなところとしましては、
やはり電気、それから軽油あたりも、これは実は除雪機械なんかは年度によって、雪の多
い年にはたくさん必要になったりというようなこともありますので、そういったことも増
減の一つの理由になってこようかと思いますけども、やはり電気とか軽油、この部分が削
減になっているというふうに検証しております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）この防止計画が２８年７月つくられて、計画書があるんで
すが、これ、庁舎関係全てのところ、中には当然指定管理のところも全部入ってますが、
この中で、各部署の方、皆さん御存じでしょうか。このもとの基準年の平成２５年、そし
て２８年の実績までの各、例えば教育委員会、それから病院、スポーツ施設、福祉、行政
一般ですけども、この数字は各部署は御存じでしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）町長のほうの答弁のほうにもありましたように、この計画、
毎年、今回見直しはなかったですけども、計画の実績を出していただくときには、各課へ
のお願いをして、数値等の提供をいただいております。そうしますので、実態としまして
は、本年度どれくらい各課でエネルギーを使ったのかというようなところは当然把握して
おられますし、いわゆる各課からの使ったエネルギーですね、エネルギー使用量は把握さ
れておりますし、ＣＯ2 ・;の削減についても、一応その部分については各課にお返しし
ておるつもりですので、ＣＯ2 ・;をこれだけ今年度は排出しましたというような部分は
各課への状況提供としては行っております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）各課は知っておられるということですので、実はこの地球
温暖化防止については、鳥取県では６つの市と町が策定しております、それは県に確認し
たんですが。ホームページでも出ております。その中で一番わかりやすかったのは、北栄
町です。北栄町は、２５年に対して２７年度の実績全て、２８年度の実績全て、項目が全
てホームページに出ておりまして、物すごくわかりやすかったんです。日南町としては、
同じ時期につくっておられますが、２７年、２８年、そのような実績は表でできておるん
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でしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）表としましては作成しております。国のほうがこの公開に向
けたガイドラインを今またお示しするということを聞いておりまして、それをいただきま
したら、そのガイドラインに沿いまして、日南町のほうは公開していきたいというふうに
思っております。今年度ガイドラインのほうは示されるというふうに聞いております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）じゃあ、次に、環境基本計画を今年度から５年、第３期の
計画をつくられました。この計画表を公表されましたでしょうか。公表されたなら、どの
ような方法で公表されたのか、お教えいただきたいですが。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）今ホームページのほうで公表させていただいております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）ここでちょっと重複するんですけども、実は今までの、こ
れからの５年間と過去の１０年間、１期、２期ありますが、そのデータですね、全然更新
されてないんですよ。もしよかったら、皆さんタブレット持っておられますので、日南町
のホームページをあけていただいて、環境衛生のところあけていただいて、日南町の環境
数値目標というのが出てきます。それをあけてください、もしよかったら。それをあけま
すと、私はずっと何年も前から、２年も話をしとるんですけど、全く更新されてないんで
すよ。実績は２７年度そのままなんですよ。これをベースに環境審議会とか環境立町推進
協議会、どうなってるのかなと。これ、先ほど地球温暖化、公表してるということですけ
ども、こちらのほうはまだ公表されてないんですが、どこにホームページが、どこに出て
るんでしょう、第３期目。教えていただきたいんですが。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）これにつきましては、今ちょっと原因を探っておりますけれ
ども、各課の、住民課のところから入っていただくと入れるんですけれども、検索だけで
いきますとちょっと入れないような状態に今なっとるように思いますんで、住民課のほう
のページのほうから入っていただけたらというふうに思っております。この原因究明につ
いては早急に行いますし、問題として、きちんとうちの問題点だというふうに認識してお
りますので、御容赦いただけたらというふうに思います。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）私、今初めて聞いて、ずっと見ておって、環境衛生の項目
からずっと見ておったわけですけど、住民課からと。１２月も私、質問したんですよ、変
わってませんよと、こうですよと。それで、各部署もホームページに出されることはいい
んですけども、ホームページが１００点じゃないんですけども、いろんな媒体があります
からいいんですけども、その辺をちょっとシンプルにして、もう少しわかりやすくホーム
ページにしておるんならば、ホームページはもう出すだけなんで、一方向でしかないん
で、私はこれをずっと注目しとったわけです。私、委員自身がそのようなレベルですか
ら、いろんな計画、これだけじゃないと思うんです。いろんな計画表をつくられると思う
んですけども、公表するならばもっとわかりやすく、それから町報なり、いろいろござい
ます。町報でこれをするとは言われませんけども、重要なとこだけでも公表されるよう
に。やっぱり環境問題の一番地は低炭素社会、昨年のＪ－ＶＥＲの日南町はＣＯ2 ・;ゼ
ロの道の駅ということで、もう大々的に新聞に出ましたんで、やっぱり注目度が高いと思
うんで、わかりやすく、町外の方も、日南町の取り組みはどうだと、ああ、こういうこと
やってるんだなということにしていただきたいと。今初めてわかりましたんで、今後もう
少し、原因究明はいいんですけども、やはり公表というのは一つの大きな力ですし、せっ
かく日南町はいろんな取り組みやっておられますので、よろしくお願いしたいと思いま
す。
　それと、ＣＯ2 ・;だけの話でいきますと、地球温暖化防止の５，０００トン強の排出
量と、それから環境の数値目標の、町のいう庁舎と文化センターと病院ともう一つありま
す４つ、これが１，０００トンぐらいなんですね。この辺は、数字は全部整合性とってお
られるんでしょうか。こっちはこっちの数字、こっちはこっちの数字ということになって
おりませんか。というのは、もう２つも３つも同じような集計をすると大変だと思うんで
すが、一本化するなり、きれいに集計しないと担当の方も大変だと思うんですが、その辺
は、まずは一本化なるのか、整合性合ってるんか、まず、整合性は合ってるかどうか、ど
うなんでしょうか。
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○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）こちらのほうの、住民課のほうで公開しております二酸化炭
素排出量カーボン・オフセットの算出係数につきましては、温室効果ガス総排出量算定方
法ガイドラインというものに沿ってやっております。これの計算につきましては、各課か
らはエネルギーの使用量だけをいただいております。電気だったら何キロワット、軽油や
ガソリンだったら何リットルとかいうようなことでいただいて、住民課のほうで計算して
おりますので、計数等の誤りや計算誤りはないものというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）ということは、庁舎の使用量、それから文化センターの使
用量、それは全部整合性とれとるわけですね、２つのものがありますが。
　１つちょっと気になるのは、平成２５年度を基準にした場合に、道の駅ができたのが
２８年度ですね。２８年度の削減トン数がありますけども、道の駅は入っておるんでしょ
うか、計算上。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）道の駅につきましては、御存じのとおり、カーボン・オフセ
ットをしております。二酸化炭素をＪ－ＶＥＲでもってしておりますけれども、この今の
２．３８には道の駅の使用量というものも入れております。ですので、削減にはしており
ませんけども、その施設も一応二酸化炭素を排出したということの計算での数字です。ち
ょっとなかなか御理解いただけないかもしれませんけど、道の駅も町の施設として、そこ
も二酸化炭素の排出施設として計算をしておりますんで、２．３８です。もし仮にそこの
道の駅をＪ－ＶＥＲでＣＯ2 ・;を、一応二酸化炭素の排出をしてないということの計算
でいきますと、実は道の駅を外しますと４．９３％に上がります。ですので、これにつき
ましては、先ほど言いました公開のガイドラインができた上で、どのような方法で出すの
かというようなところも含めて、公開していきたいと思っております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）聞いておるのは、道の駅が２８年度の実績が１３８トンで
ございました。計画は３００トンでございます。これつくられたのは２８年の７月の計画
なので、２５年度は当然道の駅ありません。これはプラスの方向になるわけですね。
Ｊ－ＶＥＲでオフセットしたとか、それはおかしいことなんで、ＣＯ2 ・;の排出は一緒
なんです。だから、それの量をやらないと、今度、逆に自然エネルギーを相殺するよとか
なってしまうと、その辺の基準はどうなのかと出てきますんで、言いたいのは、道の駅自
身が１３８トンでした、これは入ってますよと、ＣＯ2 ・;。だから、そういった中で管
理していただきたい。
　次の段階は、一番大事なのは、排出量の削減努力ですね。結果、こうでしたと。何の努
力しないで減ったとか、何の努力しないためにふえたとか、何の手を打たず減ったとかふ
えたとかなるので、環境の中身は取り組みなんですね。取り組みで全て１００％成功する
わけじゃないんですけども、環境の意識であるとか環境のハード的なもん、ハード的なも
んはお金が発生しますので、経済的なことあるからあんまり効果とか出ない場合があると
思うんですけども、そういった、一番大事なのは取り組みの内容なんですね。その辺を明
確にしないと、一生懸命やったけども出ない場合もありますけど、それは物すごく環境意
識に高い内容のものもあると思うんです。何もしないでも、設備買っただけで、例えば車
買うだけでガソリンが使わないからいいとかいうだけじゃなしに、そういった取り組みも
大事だと思うんで、地球温暖化防止計画、それから環境基本計画の整合性と公表につきま
しては、先ほど言いました、わかりやすい環境の政策の一本化というんですか、これを見
れば全て環境の取り組みがわかるんだという形にしていただきたいと思うんですが、いか
がでしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）議員がおっしゃるように、きちんと皆さん方にわかりやすい
公表というものは心がけていきたいと思っております。
　それから、環境への取り組みですけれども、今年度といいますか、３０年に庁舎のほう
も、実はこれはハード整備のほうになりますけども、全部ＬＥＤ化されておりますんで、
これにつきましては、来年度の数値が若干低くなるんではないかなというふうに思ってま
す。それから、職員のワーク・ライフ・バランスとの関係もございますけれども、水曜日
と金曜日を一応ノー残業デーに設定しております。ですので、早く帰って、その分、庁舎
のほうのエネルギーのほうも使わないようにしようというような取り組みは今年度から始
めてるというふうに思っておりますので、御理解いただけたらというふうに思ってます。
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○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）では、環境で、あと１点だけお伺いします。これからの５
年計画の中で、１２月も言ったんですけども、こどもエコクラブ活動につきましては、新
しい計画では、ないということになっておりますが、ならば、こどもエコクラブの条例は
そのまま残しておくんでしょうか、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）第三次環境基本計画の数値目標の部分でございますけれど
も、これまでこどもエコクラブの活動数ということで指標に上げておりましたけれども、
今年度から、新しい、見直した計画からは確かにそれは削除しておりますけれども、新た
に小・中学校における環境学習の回数ということで指標を改めさせていただきましたん
で、ですので、またそういった活動を学校のほうと一緒にやったり、学校のほうがされた
ということは、その分はカウントして、これからも活動のほうを注視していきたいと思っ
ております。以上です。
○議長（村上　正広君）条例はそのまま残すの。
○住民課長（淺田　雅史君）条例については、そのまま残す考えでおります。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）ありがとうございました。よくわかりました。
　このエコクラブにつきまして、ちょっと私、先週、鳥取県の環境立町の課がやってるエ
コサポーターの研修に行ってきまして、そのときに、向井哲朗さん、これ、中海のことで
ずっと私も２５年前からいろいろおつき合いしておりまして、今回久しぶりに出会って話
をしたんですけど、増原町長も環境についてよくやっておられますねというお話を聞きま
したんで、そうですよと私も答えておったんですけども、中海の中で何をやってるかとい
うと、子供の教育、中海を泳げるようにするんだよとずっと長い間、メダカからずっとや
っておられましたんで、やっぱり日南町もこのきれいな水、山があるので、子供の教育と
いうのも大事なことでございまして、極端なこと、大人をいっぱい教育するよりもお子さ
んを教育したほうが本当に長続きするということはありますんで、これについても注意し
ながら行っていただきたいということで、環境については終わりたいと思います。
　最後に、液化ガラスの企業につきまして、残念なことに、当地外でということになりま
したけども、現在のまだ操業されてないということで今御答弁ありましたけども、ちょっ
と不思議なことは、まだ実験中ということで、日南町、当初１１月の説明会ではもう４月
に操業するような話があったと思うんですけれども、今、きょうの答弁では申請と改修
と、それからテストをやっておると。これから設備発注ということですけども、もしこれ
を日南町でおられたときに４月に操業いうても相当間に合わなかったと思うんですけど
も、それよりも、今後また注意深く見ていくということ言われました。
　もう一つ言葉で気になったのは、日南町の木材も今後ということですが、それは本当で
しょうか。ちょっとただ単なる社交辞令で言っておられるような感じがするんですけど
も、兵庫県のほう行かれて、日南町の木材をというのはどうなんでしょうか。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）御質問の今後の日南の木材の状況でございますけども、可能
性を秘めとるというようなことでございますけども、流通につきましては、企業、民と民
とのことでございます。必ずしも確実性もないのですが、可能性はゼロではないというこ
とでお答えしたところでございます。
　試験中という点につきましても、従来、日南町で進めておりましたときには、含浸とい
う方法をイメージされておったところですが、それ以外にもよりいい方法がないかという
ところで、並行して何か試験をされてるということで伺っておるところでございます。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）はい、わかりました。
　実は、今回ずっと８月から、町は３回の説明と、それから地元での全体の会をまた開か
れたですけども、１月の地元への断念説明資料以外、やはり町として、自治会に正式に、
こうでしたというのはどうなんでしょう。やはり気にしてる方も結構おられたんで、何
か、私、聞いたのは、自治会長会議ですか、全体会、５月にあったと思うんですが、その
ときにも話出たと聞いておりましたんで、自治会長もそのときおられたからもう自治会の
ほうで説明終わっとるとか、わかりませんけども、何か最後の、最後言うたらいけません
けど、一つの終わりというんですか、こういうことでしたよぐらいの簡単な文書でも町と
して流されたらどうでしょうかと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。

ページ(10)



日南町第４回定例H30年６月19日
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。原課としましては、今お話ありました１月の文
書をもって一つの区切りとさせていただいたところでございます。ただ、一方で、いろい
ろ注目いただいておると受けとめていいのかというところもございます。民意あたりは再
度確認した上で、また、相手方は新たな新天地で進めていらっしゃることでございますの
で、相手方を最大限尊重しながら見きわめて、もし公表することが適正ということなら
ば、その折に情報提供なりさせていただきたいと考えております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）私、一般質問をこれで終わらせていただきます。ありがと
うございました。
○議長（村上　正広君）関連質問がありますか。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）ないようですので、ここで暫時休憩をいたしたいと思います。再
開は１０時２５分といたします。
　　　　　　　　　　　　　午前１０時１３分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１０時２４分再開
○議長（村上　正広君）休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
　引き続き一般質問を行います。
　タブレット２ページ、２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）私は、本定例会において、丸山教育長の所信について、国
土調査事業について、町営住宅の管理について、エナジーにちなんについての大きく４つ
について伺います。
　丸山教育長は、平成２６年５月、教育委員に任命され、教育長となられました。そし
て、本年５月、再任をされ、教育長として５年目を迎えられます。教育長となられて今日
まで、日南町教育において、どのような成果があったとお考えでしょうか。また、どのよ
うな課題があるとお考えでしょうか。学力向上について重点的に取り組まれてきたと思い
ますが、今後、日南町の教育をどのように導かれるのか、所信を伺います。
　次に、国土調査事業について伺います。
　私は、平成２８年３月、２９年６月と国土調査について質問をいたしました。特に、昨
年は１億７，０００万円の予算額に対して１８％の３，０００万円の事業費となり、その
原因について伺いました。昨年度、２９年度は、一般財源を投じて、減額された主な原因
である認証遅延の解消に努められたと思います。その結果、本年度、３０年度予算額１億
４，４００万円に対しての予算状況はどのようになったのか伺います。
　増原町長は、本年度、県が行う林業・木材産業強化総合対策事業（航空レーザー測量業
務）が国土調査に利用できるのではないかと発言をされたように思いますが、どのように
関連をするのか伺います。
　町営住宅の管理について伺います。
　昨年１２月定例会において、年次計画での改修が必要ではないかと質問をいたしまし
た。本年度予算において、公営住宅診断、修繕計画策定業務が予定をされておりますが、
どのような方法で委託されるのか、対象は全住宅か、また、日南町公共施設等総合管理計
画との関係はどのようになるのか伺います。
　昨年度の決算審査で多額の未収金が報告され、議論となりましたが、町営住宅の未収金
は保証人へ請求されているのか伺います。
　エナジーにちなんについて伺います。
　林業研修生は林業アカデミーへ移行し、エナジーにちなんから切り離すとの方針であっ
たと思いますが、今年度の取り組みと次年度以降の運営について伺います。
　以上、最初の質問といたします。
○議長（村上　正広君）執行部の答弁を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）山本芳昭議員の御質問にお答えいたします。
　教育長の所信につきましては、後ほど教育長から答弁させます。
　まず、国土調査事業についてであります。
　本年度の予算の状況についての御質問ですが、国の平成３０年度地籍整備関係予算は、
前年度同額の１０８億円を確保されております。ただ、社会資本整備に重点配分されてい
るため、日南町が要望する地籍調査費負担金は、対前年度９１％に減少しております。鳥
取県への割り当て額は補正予算を加えて１０億２，２００万円となっておりますが、要望
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額に対しては、全体で７９％、負担金は６３％となっており、十分な予算配分となってお
りません。日南町の要望額１億２，２００万円に対しては、割り当て額約４，９００万円
となりました。これは対前年度比約１，９００万円の増額ではありますが、要望額に対し
ては４０％の配分となっております。これにより、本年４月に日南町地籍調査推進協議会
を開催し、予算額割り当ての不足分については、調査工程を繰り延べることとし、本年度
の地籍調査は河上、茶屋、菅沢、新屋、神戸上、福塚で実施することといたしました。
　そして、国土調査事業と県が行う航空レーザー測量との関連性につきましては、山村部
における地籍調査は、土地所有者の高齢化や不在村地主の増加、森林の管理不足等によ
り、現地立会による一筆地調査や測量が困難な状況となってきております。一方で、災害
対策や環境保全、森林の多目的利用等の推進のために、新技術の導入による地籍調査の効
率化が検討されてきております。
　このような状況を踏まえ、国土交通省がリモートセンシング、いわゆる遠隔操作技術を
用いた山村部の地籍調査マニュアルを策定いたしました。これは、林地の地籍調査を航空
レーザー測量により得られた地形、植生情報を活用して、現地立会を行わずに筆界案を作
成し、それを土地所有者等が集会所で確認する方法で、地籍調査の効率化を図ることが可
能となります。鳥取県の林政企画課は、森林資源情報及び地形情報の精度を向上させ、効
率的な施業集約化と現地作業につなげることを目的とし、本年度に航空レーザー測量を実
施する予定であります。その測量成果を地籍調査事業に活用できるよう、現在、関係機関
と調整を行い、本町としても積極的に取り組みたいと考えております。
　また、今後の事業計画につきましては、地籍調査の認証遅延が２０ブロック、３９地区
にあります。新規地区着手の制約となっており、予算配分に影響しております。前年度か
らの県の認証検査を進め、現在１６ブロック、３１地区でありますけども、本年度は国へ
の認証請求と法務局送付の年度内完了を目標に、遅延の解消を図って、予算を確保する計
画で取り組んでおります。調査の実施につきましては、まちづくり協議会等からの要望を
踏まえて、地籍調査推進協議会で調整をして行います。
　今後の事業計画は、平成３２年度から始まる次期第７次国土調査事業十箇年計画の策定
において、一筆地調査の効率化、新技術による測量の効率化が検討の方向性にあることか
ら、国の方針に沿って地籍調査の推進を図る予定にしております。
　次に、町営住宅の適正な管理についてであります。
　日南町が設置及び管理する公営住宅は、町営住宅、特定公共賃貸住宅、短期滞在型専用
住宅、普通財産住宅、県営住宅の計１１７戸あります。町営住宅、特定公共賃貸住宅は、
建築後１５年以上が経過し、建物の老朽化が目立ちつつあります。このような状況から、
本年度、住宅診断による現状調査を実施し、劣化度を評価した上で、今後の修繕計画を策
定することとしております。公共施設等管理計画の方針に基づき、適切な維持管理、修繕
による長寿命化を図り、公営住宅の適正な管理に努める計画にしております。
　次に、エナジーにちなんの本年度の取り組みと次年度以降の運営についてであります
が、今年度、一般財団法人エナジーにちなんは、引き続き農林業研修生の指導を中心に事
業を展開しております。現在、林業研修生が１名と農業研修生が２名おります。ただ、本
年度中に定款を変更し、名称変更とともに、来年４月の林業アカデミーの開校をにらんだ
準備も進めてまいります。去る６月６日には、理事会を開催し、名称を一般財団法人日南
町産業振興センターとすること、そして、新たな事業として、にちなん中国山地林業アカ
デミーの運営を行うこととした議決をいただき、６月２１日に開催予定の評議員会におき
まして、その定款変更について協議をいただく予定にしております。評議員会で議決をい
ただけましたら、鳥取地方法務局で定款変更の手続を行い、また、林業アカデミーの運営
となりますと、また、あわせて、農業の研修生もこちらで受け入れたいというふうに思っ
ておりますので、事務量も増大してまいりますので、事務局体制の整備につきましても、
今後検討してまいりたいと考えております。
　以上、山本芳昭議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
　教育長の所信につきましては教育長から答弁をさせますので、よろしくお願いいたしま
す。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）山本芳昭議員の御質問にお答えいたします。
　丸山教育長の所信ということ、私のこれまでの成果、課題、そして所信ということであ
りますけども、結果と課題につきましては、毎年度、決算時に報告する教育に関する事務
の管理及び執行状況の点検・評価で報告しているところであります。所信、思い、考えに
つきましても、事業予算審議でお答え、お話をしているところであります。
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　また、大きく言って、日南町総合計画を基本に日南町教育大綱、日南町教育振興基本計
画により、日南町教育の目標、そして日南町教育委員会重点目標に基づきまして、これを
具現化するため、年度の目標を定めて、さらに、この進捗状況は、毎年度の点検・評価の
実施により、その結果を反映させ、施策の推進を図っております。
　平成２７年４月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されまして、教育委
員長の制度が廃止され、教育長が代表となりまして事務局を統括しておりますが、教育長
は教育委員会の構成員でありまして、教育委員会は引き続き合議体の執行機関で、教育長
は教育委員会の意思決定に基づき事務をつかさどる立場にあることは変わりはありませ
ん。教育委員会の意思決定に反する事務執行を行うことはできないとされております。こ
のことによりまして、以前と同じく、教育委員会の合議で日南町の教育行政を推進してい
るところであります。したがって、私一人の考えで日南町の教育を導くことはできませ
ん。ただし、私の思い、考えは、いろいろな会合等の挨拶等で述べさせていただいている
ところであります。
　教育による学習の中には、社会教育による学習、学校教育による学習、また家庭教育の
学習があるわけでありますけども、共通して申し上げますと、成果の面では、皆さんの御
理解によりまして、教育・学習施設面、例えばテニスコート、文化センター、電子黒板等
の教育環境は計画的に改修・充実をしていただきまして、学習者や関係者に喜んでいただ
いているところであります。これからもさらに継続的な改修・充実を計画しているところ
ですので、御理解と御協力をお願いをいたしたいと思います。
　課題としましては、教育環境、先ほど言いました、充実に見合う、例えばＩＣＴを活用
した授業公開の成果とか結果が得られなかったではないでしょうかというようなことも聞
きます。しかし、私は、それぞれの評価者の到達度の尺度が違うかもしれませんけども、
学校はよく努力しているというふうに評価をしているところであります。
　日南町の教育・学習は、町民の皆さんが学んでほしいこと、町民の皆さんが学んでみた
いこと、結果、学んで喜んでいただけ、生涯学び続ける学習機会の提供と環境の整備を行
いまして、学び、得られた知識の継承をしていただける仕組み・環境ができたらなという
ふうに考えておるところであります。
　先ほど学力向上の重点というところを議員のほうがおっしゃいましたけども、なるほ
ど、学校におきましては、学力向上が一丁目一番地であります。この部分については、小
・中学校と十分に協議をしながら、学力向上のところについては行っているところであり
ますけども、なかなか結果は出てきません。自慢できる状態じゃないですけども、子供た
ちが最終的に学校卒業、特に中学校を卒業するときに、自分の目標に向かっての進路等々
にこれまでも進んでおるというところを見る場合、そんなに間違った状況ではないと思い
ます。いずれにしましても、この部分についても、さらに学力向上については進めていき
たいと思っております。日南町の小・中学校で学んでよかった、日南町で卒業後も住みた
い、日南町で住まなくても日南町のことを思ってくれる人に育ってほしい、このような教
育・学習ができたらなというふうに私たちは考えております。
　３月の議会の教育長選任同意の挨拶でも、誠心誠意を持って奮闘努力しますと申し上げ
たところでありますけども、正直に、真心を持って目標に向かって努力していきたいと考
えております。よろしくお願いいたします。
　以上、山本芳昭議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。よろしくお願いしま
す。
○議長（村上　正広君）ただいまの質問の中に、町営住宅の管理について、質問の項目の
中にあった、家賃滞納に対する保証人からもらってるかどうかという問いがありましたけ
ども、その分についての答えがなかったというぐあいに思いますし、若干、質問要旨が適
正な管理がなされているか伺うというだけの項目でありましたので、そこら辺が漏れてお
ったのかもわかりませんが、そこら辺の答弁について。
　財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）御質問の町営住宅の管理の中に、住宅関係の未収金の状況と
保証人への協議という趣旨の御質問がありました。２９年度の決算も、５月に出納閉鎖終
わって、今、集計をしてるところではありますけれども、未収金につきまして、住宅につ
きましては、現年滞納、大口の滞納者のほうとも協議をしながら、多少支払いが進んでる
という状況があって、現年滞納は減っております。過年度、これまでの未払いの使用料等
は協議を進めてますが、余り進んでないっていうのが現状ではあります。ただ、昨年度、
決算のときにも報告いたしましたけれども、高額滞納の方のうち１人の方につきまして
は、町営住宅を退去していただくというような形をとって今後進めるというような、現在
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協議をしているという状況です。
　あと、保証人への協議です。直接使用されてる本人さんに滞納協議等で話をしてる間
は、保証人のほうへも話をしてるということはありませんが、実質、昨年度、保証人のほ
うへ状況を説明して、お話をさせていただいたことはあります。ただ、保証人のほうから
代納していただくというところまでは至っておりません。
○議長（村上　正広君）再質問がありますか。
　２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）順番で、まず、丸山教育長の所信についてということで伺
います。
　教育を語ると、言葉が踊ります。いろいろな言葉で表現をされていくわけですが、具体
的に数値であらわすということもなかなかできません、教育については、結果が成人する
まで出ないということもありますし。ですが、最初に４年間の成果ということで、まず１
つだけ、これはということがあれば、先ほど文書見ればわかりますというような、報告し
ておりますというようなことではありましたが、教育長の言葉で言っていただければと思
います。いかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）一言と言われますと、先ほども答弁でお答えさせていただいた
とおり、本当に施設面については、私の力ではないと思いますけども、皆さんの力で、こ
れまでの建物の維持管理等々については、本当に他町どこを見てもないくらいの整備をし
ていただきました。私の力ではないと思いますけども、維持管理が一番だと思いますの
で、目に見えて新しいものが建ったということではなくって、環境が整ったというところ
が第一番だというふうに考えております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）それで、今後３年間、まだ教育長を務められます。日南町
の教育を私一人で導くわけではないということではありましたけれども、教育長という、
長という職名がついておりますので、リーダーであることは間違いないというふうに思っ
ております。
　また、１つだけということでお聞きしますが、一番大切な課題というものを、３年間の
中で、これはというものがあればお聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょう
か。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）一番というと難しいところがあります。先ほども言いましたよ
うに、私たちは、社会教育、学校教育、家庭教育を担っておるところでありますけども、
一番に言いますと、やっぱり本当は、全体の人口からすると本当に少ない部分があるかも
しれませんけども、私は学校教育をやってみたいというふうに考えております。先ほども
最後に言いましたとおり、本当に子供たちが、日南町で育ってよかった、ぜひ日南町に残
りたい、日南町のことを思って暮らしたい、何かの力になりたいという子供を育てたいと
いうところがあります。なかなか短時間、９年間、３年間ではできないかもしれませんけ
ども、そういうところを思っております。
　もう一つ、済みません、２つになりますけども、１つになりますけども、やっぱり社会
教育がこの日南町の中で基本だと思っております。いろんな考え方は社会教育の中で生ま
れてくるというふうに考えております。今は、先ほど言いましたように、本当にこういう
ことを学んでほしいというところ、それから学んで本当によかったというところを見つけ
出しながら、現在、割と言ったら申しわけありませんけども、皆さんいろんな学習に向か
っていただいておりますので、さらにそれを伸ばしていきたいというふうに考えておりま
す。よろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）私も、今後の課題ですね、学校教育、大切だと思いますの
で、全力を持って臨んでいただきたいというふうに思っております。
　個別の件について二、三お聞きいたしたいと思いますが、グーグルですね、検索するも
のがありますが、そこで日南町、教育長、丸山悟というふうに入力したら、いろいろな項
目が出てきました。その中で、「小学校の統廃合が体力の発達に及ぼす影響に関する事例
的研究」ということで、これが２０何年でしたかね、鳥取大学の地域学部、関耕二さんっ
ていうんですかね、関教授がまとめられております。小学校統合したときに子供たちがど
うなったのかということで発表されて、事例報告という形で報告をされております。その
中で、当時の校長先生であったり、丸山教育長のほうからいろいろお話を聞いて、報告を
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まとめておられるようでございました。
　その中で、統合による体力の低下ということを指摘をされております。統合前は自分で
歩いて学校まで通っておったのが、バスを使って行くと、通学をするということで、全身
持久力の低下ということを述べられておりますし、また、６歳から７歳の運動の重要性と
いうことで載せておられます。ちょっと読ませていただくと、６歳、７歳では、運動部や
スポーツクラブへの所属の有無による合計点の差は小さいが、その後の両者の差は徐々に
大きくなり、１２から１９歳においても両群の差は一層開く傾向が報告されているという
ことで、小学校１、２年生でしょうか、この期間の運動の重要性ということを指摘をされ
ております。学校教育において、小学校１、２年生の運動について、どのように取り組ん
でおられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）実際に私が采配してやるわけではなくって、全体の考え方に基
づいてやっていくわけでありまして、多分その部分については、やっぱり保・小の関連
で、保育園がいろいろな観点で運動のところに取り組んでいただいておるのは承知してお
りますし、ありがたいことだと思います。
　その統合によってというところもありますけども、済みません、十分に、今思い出そう
かと思ったんですけども、難しいとこがありますけども、やはり歩く力というところ、訓
練というところについては、それは否めないというところがあります。鳥取県の教育長会
の中でも、いろいろ話をします。極端なところは、バス停、要するに通学バスで２キロ手
前でおろして、それで、１日に往復４キロを歩いて通学をさせるというような町もありま
す。ただし、そういう話を聞いて、よその町もいろいろ検討されましたけども、なかなか
環境とか、それから保安の、安全安心の部分で難しいというところがありますので、それ
は全てがまねをできるところではありませんいうようなところ、極端な言い方をすると、
ドア・ツー・ドアというところもあると思います。そういうところで、統合というところ
は、そういう話をした記憶はあるところであります。
　今、小学校低学年の部分のところを御指摘いただきましたけども、冒頭言いましたよう
に、具体的にはやはり学校現場でいろいろなことを考えていただいて、その効果等々を検
証していただきたいと思うんですけども、ちょうどことしは１分間体操ですか、県のほう
が、全国の中で鳥取県が柔軟の部分で値が悪いというようなことがありまして、県内でい
ろんなところでその柔軟部分の、たしか１分間だったと思いますけども、体操をしていく
とどうかということがありまして、日南町、指定してもらったわけじゃないですけども、
先日のテレビでもニュースでも出されたと思いますけども、そういう取り組みをしていっ
ております。
　したがいまして、議員が冒頭言われたように、なかなか１年、２年でいろいろ成果が出
ないかもしれませんけども、いろいろな部分で挑戦をしておりますことを報告をさせてい
ただきたいと思います。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）以前、同僚議員が総合スポーツクラブでしたか、一般質問
をされたと思います。教育長、応援はしますけどもということでしたけれども、もう少し
積極的にこの総合スポーツクラブについての支援をしていただいて、学校現場、先生がす
ぐそういう運動について教えるということはなかなか難しいかもわかりません。総合スポ
ーツクラブのようなものを、組織をつくって、昔はソフトテニスとか、小学校がいっぱい
あるときには地域の方が率先して子供たちを教えておったわけですけれども、統合した後
はそういうこともなくなってきております。こういう、例えば総合スポーツクラブ的なも
のをつくられて、子供たちの体力づくりに努められたらいかがかというふうに思います
が、いかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）御指摘ありがとうございます。
　１つ言っておきたいのは、ソフトテニス部分でありますけども、これは全くなくなった
わけでなくって、やっぱり地域の方に指導をしていただいております。この部分について
は、小学校の部分は部活がありませんので、どうしてもいろんな町民の方等々の御指導を
仰いでスポーツの振興に資するところがあります。ですので、現在もいろんな方に小学校
の部分については指導していただいたり支援をしていただいておるところが、現状ありま
す。これは引き続きお願いをしていきたいと思っております。どちらにしましても、子供
の数が少なくなっておりますので、その効果というか、なかなか難しいところがあるかも
しれませんけども、日南町だけでやっていくというところは難しいかもしれませんけど
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も、そういう方向では行きたいと思っております。
　中学校の部分については、ちょうど現在も、ちょっと観点は違うかもしれませんけど
も、働き方改革等々で外部指導講師の養成の支援というようなことも県が支援をしていた
だいております。その部分において、外部の指導者に中に入っていただいて、いろいろと
指導してもらうというところもあります。その部分についてはさらに進めていきたいと思
っておりますが、今の総合型スポーツクラブについては、私も頭がかたいかもしれません
けども、やっぱり自分たちでやっていきたいというところだと思います。そもそもの成り
立ちがそういう部分、言い方は悪いかもしれませんけども、あんまりよその人には干渉さ
れずに、自分たちで好きなスポーツを全体で行っていくというところがその総合型スポー
ツクラブの立ち上がりじゃないかなと思っております。日南町の場合には、スポーツ推進
員さんや体育協会等々があります。その部分とこの総合型スポーツクラブ、どういうふう
にすみ分けをしていくかということは、教育委員会としては考えておるわけでありますけ
ども、やっぱり人はかぶる部分がありますので、なかなかそのすみ分けというところがで
きないんじゃないかなと思っております。多分、趣旨はよくわかりますし、今からいろん
なことで地域の皆さんやいろんな方にお世話になるとするならば、やっぱり総合型スポー
ツクラブ等々と連携を保ちながら子供たちのスポーツの振興を図るということは他町でも
やっておられますので、それはできると思いますけども、日南町の現在の状況等々につい
て、すみ分け等々ができるかということを疑問に思っております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）例えばということで申し上げたわけでございまして、目的
は子供たちの体力づくり、運動能力の向上ということが目的であります。教育委員会がリ
ーダーシップを持って臨んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いい
たします。
　続きまして、資料請求をさせていただいたところでございますが、標準学力調査につい
てのお尋ねをいたします。
　その中で、平成２７年から２９年度標準学力調査ということで１枚の、資料３枚ござい
ますが、２７年度から２９年というところの資料に基づいて質問をさせていただきます
が、細かいことはなかなかわかりません、数字が書いてあるだけです。その中で、目標値
に達していないのは黒い三角で印をしてあるというふうに思いますが、この中で、学年が
上がるに従って三角が減っていくということで、かなり充実した取り組みをされておるの
かなというふうに思います。苦手なところを克服されているのかなとは思いますが、この
中で気になるところは、数学と理科についてのところでございます。中学３年生におきま
して、２９年、２８年、２７年度の得点というところが全て黒い三角ということで、目標
値に達していないということでございます。このことについてどのようにお考えかという
ことをお尋ねいたします。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）なかなか難しいと、難しいじゃなくって、一言で申し上げるわ
けにはいきません。それこそ、一生懸命教えておると、決して教え方が悪いとかいうこと
ではないと思っております。とあわせて、全体的に上がっておるというふうにおっしゃっ
ていただいて、うれしいとこはあるんですけども、その表を見る限り、そうそうそんなに
変わってないというふうに思っております。
　数学、算数、いろいろあると思いますけども、これをもとにしていろいろと検討をする
ところもあります。一喜一憂してはいけないと思いますし、それから全体的な流れ、年ご
とにそれを示してありますので、それを参考にするところはありますけども、本当に現場
の考え方を全て聞いたわけではありません。私の考え方としましては、これをもとに、
今、議員がおっしゃったように、ちょっと数値的に課題があるじゃないかなというふうな
使い方が私がするところでありまして、あとは現場にお願いをしてるところが現状です、
私としてはそういう言い方をさせていただきたいと思います。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）そうおっしゃるのではないかなというふうに思いました
が、教育委員さんの中には教育のプロの方が２名おられます。個別の生徒の名前はともか
くとして、標準学力調査の中の結果を見られたら、その教育委員さんは理解されるのでは
ないかなというふうに思います。教育委員会として、こういう現実がありますので、標準
学力調査のデータの分析を学校の先生と一緒に例えばやっていかれたらどうかなというふ
うに思いますが、いかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
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○教育長（丸山　　悟君）やってないわけではない、そういう部分もやっておるところが
あります。今回もこの資料については教育委員も見ておりまして、その分析、分析とまで
はいきませんでしたけども、状況等々について話はしておるところでありますので、その
ようにしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）より具体的な細かいところのデータの詰めを、専門の方で
すので、より深い理解をされると思います。計画訪問とか学校を訪問されると思いますの
で、そのときの指導にも使えると思います。教育委員会としての分析を先生とされて、分
析をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
　続きまして、１つ、正確な数字とかを把握はしていないのですが、さつきルームや保健
室登校、不登校、こういう生徒は年々増加しているのではないかなというふうに感じはし
ておりますが、この辺どうなのでしょうか、伺います。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）数値等々については十分把握はしておりませんけども、現在も
おります。おって、保健室登校等々があります。ただし、昔に比べると少なくなっとるじ
ゃないかな、昔というと語弊があるかもしれません、私の就任したときじゃなくて、それ
以前もおったというふうに思っております。保健室登校ばっかりじゃなくって、学校に来
られない子供さんもおられるので、総体的にはどうかと思いますけども、今は増加傾向と
いうところは、日南町の場合はないというふうに私は理解をしております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）具体的な数字は、次長さんは御存じありませんでしょう
か。教育委員会としては把握してないということでございましょうか。
○議長（村上　正広君）安達教育次長。
○教育次長（安達　才智君）本年度ですが、中学校のさつきルームに行っている子ってい
うのはゼロだというふうに把握しております。それから保健室登校ですが、常に保健室と
いうわけではありませんが、その日の気分、気分って言ったらおかしいですが、情緒的な
ところでなかなか教室に上がりづらいということで、保健室のほうで過ごす子が１人おり
ます。以上です。（発言する者あり）不登校については２人、学校に来れてない子がいま
す。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）小学校統合するときに中１ギャップということが問題にな
って、その当時、さつきルームは大変たくさん子供がおりました。それが統合によって、
私の認識は、さつきルームに行く子供はいなくなったというふうに理解をしておりました
が、さつきルームというやり方がどうかというところはあると思います、保健室登校も含
めてですね。ただ、不登校にならないということで、さつきルームを設置をされて、統合
した当分は少なくなったというふうに理解をしております。私の感じでは徐々にふえてき
たという認識なんですが、教育委員会として、この子供たちに対して、義務教育期間でご
ざいますので確かな学力をつけるということが当然義務であろうと思いますが、このこと
について、どのように対応されておるのかということをお伺いいたします。
○議長（村上　正広君）丸山教育長。
○教育長（丸山　　悟君）不登校という部分についての議論は大幅にしたことはありませ
ん。学校に行けない子等々については、大変言いにくいところがありますけども、この３
月、４月、５月に関して、子供たちの状況等々については本当に多くの時間を割いて、ど
うしたら子供たちが学校に登校できるか、それからいい対応ができるかということは多く
の時間を費やしておるところがあります。ですので、教育委員会としましては、いろんな
ことを見なければなりませんけども、学校の子供たちに対するところの見方等々について
は教育委員全体で見ておるというか、監視しとるというか、見ておるというのが現状であ
ります。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）教育委員会の務めであろうと思います。子供たち、義務教
育の間は大切な期間でありますので、より積極的に学校現場に対して指導なりをしていた
だきたいと思います。こういう、全員学校に来れるように教育委員会としても努力をして
いただきたいというふうに思います。
　丸山教育長、所信について語っていただいて、なかなか大きな課題ですので、答弁なか
なか難しかったとは思いますが、今後３年間、この日南町の教育のために尽力していただ
きたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
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　続きまして、順番に従いまして、国土調査事業についてお尋ねをいたします。
　答弁書にございます、要望額１億２，２００万円ということで記入をしていただいてお
りますが、予算書におきましては、１億４，４００万ということで予算書には上がってお
ったと思いますが、この差は何でしょうか。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）予算書につきましては、基本的には年末あたりから予算調
製、予算書の入力をして、最終的には２月ごろの最新の数字で当初予算を編成します。そ
れを進めてる間に地籍調査事業への県への要望、最終的には国への要望、そういったこと
を経て、最終的に町から県へ出してるのが１億２，０４０万円という数字になります。こ
の相差は最終的に県と、要望できるものと、あと今回、このたび日南町につきましては遅
延の影響があるということで、新規の制約を受けると、新規着手は控えなさい、解消に努
めなさいという指導もあって、そういったもので予算要望を減らされるというものもあり
ますし、それ以外には、この中に単独の、補助対象とならない事業費が約１，０００万円
程度だったと思いますけども、別途計上されてるのがその差の原因となっております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）先ほど町長、答弁をいただきました認証遅延のところでご
ざいます。認証遅延の箇所につきまして、いただいた資料をもとに対比をしていきたいと
思いますが、昨年の回答は、認証遅延が２０カ所で、閲覧実施後、申請されていない地区
が１７カ所ということで資料をいただいております。このこと、この認証遅延の２０カ所
については、全て解消されたのかどうかということをお尋ねいたします。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）町長の答弁の中に、昨年度における認証遅延が２０ブロッ
ク、３９地区という表現にしております。基本的に１つのブロック、１つの調査箇所につ
きまして、山地と平地があるということで、それが２倍になって、調査地区とすれば、
２０が４０になるわけですが、一部が山だけしかないところがありましたので、数として
は３９地区の調査地区ということになっております。その解消につきましては、３月の議
会だったと思いますが、中間的に報告をさせていただいて、最終的に県の認証検査が、こ
の３９の中で８カ所、今年度に繰り延べになったということで報告させてもらってます。
当初は５月ということでありましたが、今のところ７月の上旬に来られるということで、
県の検査はここで終わらせるというふうに予定しております。
　それと、認証から、この中で現在の進捗になりますと、国への認証の請求を行って、承
認がありましたのが１１地区です。また、この１１の中から法務局へ送付が完了したもの
が現在６地区あるということで、順次、検査のほうの順番もありますが、国への認証をと
って、法務局へということを本年度完了を目指してやっております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）昨年、一般財源を使われて、この認証遅延に向かわれたわ
けです。昨年質問した中では、１桁台に認証遅延のところをしていきたいんだということ
でありました。予算はどうですかというお尋ねをしたら、獲得に努めたいという答弁であ
ったと思いますが、本年度も答弁にありますように４０％の４，８００万ですか、の予算
しかございません。これはやはり認証遅延のペナルティーが入っておるというふうに理解
をすればよろしいのでしょうか、お尋ねいたします。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）先ほど課長が申しましたように、認証遅延がある間は、新しいと
ころについてはちょっと差し控えなさいというふうな指導も来ております。実際、県内で
も、日南町だけではなくて、今回、お隣の南部町等も相当遅延があったために額が減っと
ります。逆に、岩美町という、一番端っこですけども、岩美町の場合には、一生懸命され
まして、認証遅延が今ございません。そういうところはやはりふえておりますので、町と
しても鋭意、単町費充てても認証遅延を解消していくという方向でやっていきたいという
ふうに思っております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）ぜひとも認証遅延を解消していただきたいと思います。住
民の皆様も本当に要望の高い事業でございますので、迅速な事業完了を目指していかなけ
ればいけないと思います。昨年も一般財源を投入されたわけですが、ことし、それが必要
になるかどうかわかりませんけれども、もし必要なら、そういうところでも手当てをして
いただいて、認証遅延の解消をしていただきたいというふうに思います。
　続きまして、航空レーザー測量につきましてお尋ねをいたします。
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　インターネットでその資料を、国土交通省ですかね、のところから拾った資料があるん
ですが、現地を立会しなくてもいいですよとか、大変簡単なことで書いてあります。経費
の削減に役立つというふうになっておりますが、実際それができるかどうかということで
すけれども、課長、実務者ですので、それが、この航空測量を使えば実際現地を、今まで
どおりの測量じゃなくてもできるかどうかということをお尋ねいたします。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）この航空レーザー測量による地籍調査ですが、国で多分、国
交省を検索しますと、リモートセンシング技術という新しい技術ということでありますけ
ども、基本的には航空写真とか衛星写真、そういったものも該当になりますけれども、日
南町の場合には、今の県の林政の部局のほうで、ことし、レーザー航測、航空機を使って
レーザーを当てて測量をすると。精度は５０センチ間隔ぐらいに地形が把握できるとい
う、精度はかなり高いものだというふうにあっております。このマニュアルが、ついせん
だって国のほうから示されたところです。私どもも、担当者のほうもかなりこの新しいも
のにつきましては、鳥取県内では日南町しかこれが、一番最初にレーザー測量するという
ことで、今、所有者につきましても、基本的にその所有者本人さんが山の上まで上がっ
て、境界を立ち会って決めるという手法はかなり少なく、ごくわずかというところで、委
任をされた山に精通された人や隣り合わせの地権者の方に委任されてる状況を考えます
と、５０センチ程度の地形、それとあわせて、航空写真を新たに撮りますので、杉なのか
ヒノキなのか雑木なのか、そういった植生界、また、県のものは古い航空写真も載せられ
るというような計画であると聞いております。そうすると、植林をしたときの境界です
ね、そういったものを使って、集会所で決めるというようなやり方です。今の調査で、標
準的にやっても４年かかる調査期間が３年で短縮できる、そうした、都会ではそういった
ことで５０センチも境界が違えば大変なことですが、その精度であれば、地権者の方が、
土地所有者の方が理解いただければ、そういった手法をもって登記ができる地籍調査を進
めたいというふうに、こういったものは積極的に、実態として、町内の実際の一筆地測量
を考えれば、適用できる地域があるんではないかというふうに考えてます。そういったこ
とで推進協議会のほうにも、概略ではありますけども、こういった新しい手法に取り組み
たいということをもって、町長のほうも推し進めたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）先ほど申しました、迅速な事業完了に向けて有効な手段で
あれば、積極的にこれを導入されるということは必要であろうと思いますが、これは今後
も県が事業をされるのでしょうか、町として行われるのでしょうか、お尋ねいたします。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）この事業は、県が、県内に先駆けて日南町で実験的に、パイロッ
ト的にやってみようということで、ことしの３月補正で１億円の予算をいただきまして、
全額県費で調査されるものであります。セスナで航空機測量いたしまして、今、建設課長
が申しましたように、大体１メートルから５０センチの範囲内で測量ができるということ
であります。実際、宅地の場合なかなか難しいというふうに思っておりますけども、山の
場合には、その程度の誤差であれば、これでいいわという方が結構おられるんではないか
というふうに思っております。もう一つ、御承知のとおり、成長産業化の中で、森林組合
のほうで、背負うレーザー型のものを用意しとるわけでございますけども、これについて
は、もう数センチというふうな誤差でありますので、そういうふうなところが必要な場
合、仮に言うと、非常に境界で、もう山に登って、ちゃんと見てみんとわからんわという
ことになると、それはそれを使いながらやっていくということができますので、全部が全
部航空測量を使って、これでもう決まりだからこれで終わりですということではなくて、
ケース・バイ・ケースではそのようなこともできるのではないかというふうに思っており
ますし、場合によっては、宅地等の境界等につきましては、先ほど申しますような背負い
型のレーザー測量も使いながら実施をしていきたいというふうに思っておりますので、い
ずれにしましても早期で、早期といいますか、できるだけ早く地籍調査が終わるような形
で進めてまいりたいというふうに思っております。
　県のほうといたしましては、日南町の成果を見ながら、場合によっては補助事業等で導
入をするというふうなことも考えられてるようであります。ただ、若干日南町も実際には
飛行機を飛ばす、セスナを飛ばしてはかるわけでありますので、場合によっては山だけで
はなくて、宅地等も入るというふうな可能性もありますので、そういう場合には、若干単
町費というふうなことで、コンピューターによるポイントといいますか、そういうふうな
ところを上げる必要も出てくるのかなというふうに思っております。
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○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）日南町では、調査業務と測量業務を分けて発注をされてお
ります。他町では一括して入札されておるところも多いのではないかと思います。前回一
般質問した中でも、町長は、町内企業のこと、雇用のこともあるので考えていきたいとい
うことをおっしゃいました。この航空測量についても、分離発注とかは可能になるのでし
ょうか、お伺いいたします。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）航空機測量につきましては、県のほうが業者にそろそろ多分入札
かけてるんじゃないかなというふうに思いますけども、それをまた筆に上げていくという
ことにつきましては、当然町のほうの企業を優先して実施をしていきたいというふうに思
っております。いずれにしても、この航空機測量で全てが済んで、例えば５年で済むとい
うふうなものではない、やはり何十年もかかるものでありますので、今実施しておられる
企業も育成をしていくというふうなことも含めて検討してまいりたいというふうに思って
おります。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）やはり地元の企業も雇用も大切でございますので、そのよ
うに進めていただきたいというふうに思っています。
　続きまして、町営住宅の管理ということについてお尋ねをいたします。
　先ほど質問いたしました、１１７戸が対象であるということでございましたが、この公
共施設等総合管理計画との関係ですね、これはどのようになるのかお尋ねをいたします。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）町の公共施設等総合管理計画につきましては、住宅だけでな
く、道路、上下水、役場が、建築物、そういったものを総括した基本的な総合計画になっ
てます。実際、建設でよく進めてますのは道路や橋梁、舗装、そういったものはこれまで
に個別の施設管理計画ということで現状を調査して、必要な修繕を図って長寿命化を図る
という流れで、大もとは総合管理計画の一環ではありますけども、そういった補助的な事
業、それと政策的なもので進めてるというところがあります。
　住宅につきましては、基本的にその他の財産のほうにはなりますけれども、昨年来、建
築から相当、一番新しいものでも１５年経過しております。木造の住宅でしたら３０年は
使いたいなというのが本来のことでありますので、そのためには必要な修繕なり維持、そ
ういったものを図っていかないといけませんし、特に、公営住宅の中でも屋根や壁や、そ
ういったものの傷みが目立ってきてるということで、今年度、その調査を図るということ
で予算化を２８０万程度認めていただいたところで、これからその診断を待って、管理計
画に反映させて、管理計画につきましては、適切な管理と老朽化した施設の更新というよ
うなことで方針を示してるところであります。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）この業務につきましては委託料ということで、委託をされ
るというふうになっております。どのような方法でやられるのか、委託先はどのようなと
ころになるのかということをお尋ねをします。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）予算の見積もりに際しましては、そういったノウハウを持つ
建築関係のコンサルタントのほうに経費的な見積もりをとってます。ということですの
で、基本的には建築コンサルタントが施設を点検し、必要な修繕についてはそれぞれまた
専門の業者へ見積もりを出して、どの程度の修繕費がかかるのかというようなことを算定
して、劣化が、緊急性が高いものから対応していくというようなことで考えております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）現在の町営住宅の中には、前回は屋根のことをちょっと申
し上げましたけれども、サッシですね、結露によって敷居とか、かなり傷んでおるところ
がございます。そういうところに向けては、やはりペアガラスとか結露しないようなもの
をつけるとか、そういうことで、住んでおられる方の、入居者の快適な生活に結びつけて
いただきたいというふうに思っています。これを調査する中で、そういうところもチェッ
クをしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
　続きまして、先ほど申し上げました未収金、通告の中になかったという議長の指摘もご
ざいましたが、全体的な町営住宅の管理ということで大ざっぱな質問を通告をしたのは少
しまずかったかなというふうに反省をしておりますが、先ほども申し上げましたように、
昨年度の決算審査の中でかなり議論になったところであります。その中で、先ほどもお聞
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きしますと、保証人への状況の説明はしてあるということで答弁をいただいたというふう
に思いますが、実際、退去された後に、かなりの費用をかけて片づけをされておったり、
また修繕もかなりあるということで、私、近所の方からそういう相談を受けたところでご
ざいまして、それが認められるなら、俺たちもそうするよというような意見もあります。
　お聞きしたいのは、そういう滞納者の方に、少額でもいいので、可能な限り返済をして
おられるかということをお聞きをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）住宅の退去に係る費用なり修繕です。基本的に、退去がある
たびに職員と使用された方が立ち会いをして、使用された方の原因になるものは負担して
いただきますし、それ以外の経年劣化なり、そういったものは管理してます町のほうが負
担するというのが原則です。ですので、住宅の退去で、基本的には障子とか畳とか、そう
いった生活下によってやるものに関しては本人さんのほうへ負担していただきますし、先
ほどあった、多分事例だと思いますけど、ごみがあって、それの処分とかいうものについ
ては、本人さんのほうへの御負担ということで、その都度協議して額を決めて、敷金の返
済に合わせて整理して、退去の手続を終えるというような手順をとっております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）手続はそうだというふうに思いますが、実際そういうこと
で請求をされて、少額でも返納といいますか、返済をされておるのかということをお尋ね
しとるわけですが、いかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）町が負担した場合の返納につきましては、使用者のほうへ負
担を求めておりますし、逆に、それを求めたものが滞納になってるっていうのも実際事案
にはあります。基本的には、退去に伴った協議した額を、費用負担を決めたものを町とし
ても、町のほうが実施すれば負担として求めるという形にしております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）なかなか苦しい答弁だなというふうには思います。具体的
な話になってしまいますのでこれ以上は申し上げませんが、周りに住んでおられる方は、
払わなくても済むのかということをやっぱり思われるわけですので、しっかり滞納、滞納
といいますか、未収金については回収、少額でも、少しずつでも解消しておるという形で
の努力をしていただきたいというふうに思います。
　最後になりますが、エナジーにちなんについての質問をいたします。
　先ほど答弁をいただきましたが、定款を変更してということで答弁をいただいたところ
であります。一般質問をする際に、まず、この定款をいただきました、エナジーにちなん
の定款。その中に、まず最初に、ちょっと細かいことですけれども、住所が日南町霞
８００番地となっておりますが、今、サテライトのほうでやっておられると思います。こ
の点についてはいかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）まず、住所についてでありますけれども、今、サテライトオ
フィスいちょうのほうにあります。そのあたりについては見直しを図るべきだったという
ふうに思っております。今回、多里のほうに今の林業アカデミーができますので、いわゆ
る事務を、農林業研修生の事務も含めて１カ所でするのか、分割するのか、そこについ
て、済みません、まだ検討しとるとこでありまして、いわゆる多里のほうで一括してとい
うことになりましたら、多里に移すべきというふうに思います。そのあたりにつきまして
は、また評議員会のほうで説明をさせていただいて、いわゆる結論を出した上で定款変
更、法務局の手続をとりたいというふうに思います。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）まさしくそこがお聞きしたかったわけでして、今、三栄に
なりますかね、サテライトのほうでやっておられますけども、今のところの、今の事務所
を、サテライトを残してアカデミーを例えばつくられるとすると、事務所が２つあるとい
うことになります。じゃあ多里のほうに、保育園を改修されておりますけれども、多里に
事務所を置くということになると、今度は農業研修生の方が不便を感じられるのではない
かなというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）農業研修生がどこに行って研修をするかということにも当然
なろうかと思いますけども、事務の効率性だけで考えますと、いわゆる一本化すべきだろ
うというふうに思っております。その場合には多里に事務局長を置いて、それからその下

ページ(21)



日南町第４回定例H30年６月19日
に事務局員を置いていうような形。いわゆる農業研修生、指導者の方についても、基本的
に通勤場所は、その場合はもう多里になってしまいますので、そういったようなことが行
えるぐらいの十分なスペースもありますし、いわゆる中に今後実施しようと思っとります
救命講習、そういったようなものについては、農業研修生も受講すべきというふうに思っ
てます。今、例えば西部広域さんのほうに相談をしておりますと、いわゆる対象が生徒だ
けになった場合には有償になる、ただ、一般住民の方とかも入っていただくと無償で協力
できるというお話もいただいてますんで、例えばそのあたり、地域の方もお呼びしてとい
うようなことも考えていく場合には、いろいろ考えますに、一本化しといたほうが非常に
効率的には進むなというふうには個人的には思っております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）ことしの４月ぐらいまでは、アカデミーはアカデミーで行
って、エナジーからは林業研修生は離すんだということで町長おっしゃっておられまし
た。それが５月にころっと、ころっとというですか、方針を変えられたわけですが、その
方針を変えられた理由についてお聞きいたします。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）不幸な出来事もありましたし、研修生の、それから今おる研修生
につきましても、坪倉議員がかつておっしゃったように、もうちょっと現場で農家に任せ
たりして、そこで研修できないかというふうなこともおっしゃってます。実はそのよう
な、今、ネギをつくったり、そういうふうなことをやっておりまして、別にどこであろう
とある程度できる形がとれております。
　またなおかつ、指導の体制につきましても、先ほど久城課長のほうは一部のことを申し
ましたけど、そのほか、いわゆる、どういいますか、今回、研修生といいますか、アカデ
ミーの方針として、やっぱりちゃんとした人間形成を図るんだというふうなことが一番先
のものになっております。そういうふうなことを含めていくと、一本化したほうがいいん
ではないかというふうに思っております。今の現状の、正直言って、エナジーの指導体制
がそううまくいっていないというのが実態ではないかなと、正直なところ、反省も含め
て、それを、やはり１つには再構築するためには、既存のものというふうなことよりも、
形から入るという形はちょっとおかしいのかもしれませんけども、形も中身も変えてしま
ったほうがよりやりやすいのかなというふうに思ってるところであります。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）今、エナジーはマルカン酢ですかね、そういうものも取り
扱っておられますが、名称を変更された場合に、今後どのようにされるのかお尋ねをいた
します。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）一般財団法人でありますので、別段、新しいセンターがマルカン
酢を扱えないということではないというふうに思っております。ただ、このマルカン酢を
扱うこと自体が主たる事業かというと、付随した事業でありますので、これは別にどうい
う形になって、例えば仮に農林課というふうな形でやろうと、それはできるというふうに
思っておりますし、職員のほうも職員研修でマルカン酢等に行ったりしてやっております
ので、人間関係もしっかりできておるというふうに思っておりますので、その心配はない
というふうに思っております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）従来、エナジーにちなん、エナジーということですので、
自然再生エネルギーについての、そちらのほうにシフトしていくというふうに町長おっし
ゃっておられました。これを名称変更した場合に、そういうエネルギーに対しての政策は
どのようになるのかお尋ねをいたします。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）一応定款にはそういったような事業着手も可能のようにその
まま残しますし、今後の議論をもって、いわゆる事業展開も可能というふうに思います。
ただ、現在のところ町営でやっとる施設で、それからいわゆる地域振興公社でやっとる施
設、そういったようなすみ分けができておりますけども、地域エネルギーの進展という観
点からは、今後そのあたりについても検討すべき案件というふうに思っております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）検討すべき案件というのは、名称変更した後に、そこにも
含めていくということでしょうか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
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○農林課長（久城　隆敏君）含めていくということではなく、いわゆる地産地消という観
点からは、町でそういったような発電所というんですか、を設けるのは一案だというふう
に思っております。ただ、いわゆる今後、送電系と発電系が分離した会社経営になるとい
うことで、そのあたりが若干見えないところがございますので、町が有利になる方向では
検討はすべきだと思います。たちまち着手して、いわゆるそういったような発電関係の今
の小水力発電とかも、そういったような事業主体になっていくという、たちまちなるとい
うことではありません。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）なかなか今、頭の中で整理がつかないところでありまし
て、ただ、今ここの場で課長がおっしゃったことを整理するのはちょっと難しいんであれ
ですが、今までの方針を私は支持をしておりました。名称は変えるにしても、エナジーは
エネルギー政策のほうにシフトしていって、林業はアカデミーでやると。研修生は、先ほ
ど言われました農家に預けてやるという方針が私は、今まで町長がおっしゃってた方式
が、それがいいんじゃないかなと思っておりましたので、できればそちらのほうで進めて
いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）いろんなとり方があるというふうに思っております。エナジーと
いう話をしましても、エネルギー政策という話も、御承知のとおり、過疎債でつくってお
りますので、あと多分７年ぐらいはいわゆる勝手に、勝手にといいますか、町独自で事業
としてはできないというふうに思っておりますので、会計的には別会計と。それから当然
小水力発電につきましても、これについても森林組合と農協が出資をしておりますので、
これを全額町というふうな話にはならないというふうになりますので、これも当然しばら
くの間は、多分、しばらくといいますか、ある程度は単独で持てないというふうに思って
おります。そうしたときには、理念はあるわけですけども、今の中でエナジーにちなんと
いうものを残して、２つの形で残して、人的な体制、そして、当然どちらも町が１００％
のものでありますので、そういうふうに考えると、やはり今一緒にしておいて、経費は節
減して、後になって分ける方法もできるというふうに思っておりますので、将来的にそう
いう可能性があるからといってエナジーを残すというところの、今は選択肢にはないとい
うふうに私自身は思っております。今すぐ、例えば来年からでも売電ができて、それから
送電線との分離があって、エナジーというものに対して存在意義があるのならばそうです
けども、今の段階では、エナジーに関しては農業研修生ということだけの部分であります
ので、そこは今、そこだけで残すというのは余り意味がないというふうに認識をしており
ます。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）なかなか平行線でありますが、林業アカデミーについては
また議論する場があろうと思います。
　以上で私の質問を終わります。
○議長（村上　正広君）関連質問がありますか。
　１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）同僚議員の一般質問にかかわって、最近感じたことで関連
質問をさせていただきます。
　非常に例えが悪いわけですが、観光協会のように毎年体制が変わる。エナジーについて
も、先ほど来話を聞いておると、体制が前進的に変化しておるのかよくわかりませんけれ
ども、変わっておるわけでございます。農業研修生、林業研修生を受け入れて１０年が経
過し、多くの方が日南町を訪れられて、中には帰られた方もありますが、定住された方、
定住も単身であったり御夫婦であったり、いろんな形態がございます。その中において、
当初から地域と定住地の関係、その地域でいかに町民として生きていただくかというテー
マはあったわけでございますが、人数もふえたということもあって、いろいろな話も聞く
わけです。
　そこで、１点聞いておきたいと思うのは、研修が終わって、現場で就農された後も支援
があるわけですね。金銭的な支援もあるわけですが、地域の定住に対する指導とか、先ほ
どの町長の答弁の中にもありましたけれども、全般的に研修生自体のあり方を検討すると
いう、先ほどお話がありました。そういった中で、５年間の支援、これの窓口はエナジー
がやられるのか、あるいは行政でいうと農林課ですね、やられるのか。いわゆる確かに研
修期間中は先生もついたり、細かいことも指導されると思いますが、定住後の、最低５年
ですか、補助金が出る間あたりをどのように考えておられるか思うわけでございまして、
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そういった打ち合わせがうまくできておるのかどうか、あるいは責任はどちらが持たれる
のか、研修が終われば指導員さんはかかわらないのか、そういった部分について、最近若
干疑義を感じておりますので、この際、その割り振りについて御説明をいただきたいと思
います。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）まず、分けるといたしましたら、研修中につきましては現在
のエナジーにちなん、研修終了して、いわゆる就農してからは農林課というふうに思って
おります。したがいまして、例えば次世代人材投資資金等、いわゆる研修生はもらうこと
になりますので、それらについて、そのあたりの就農状況、生産状況につきましても農林
課、それから関係機関にも集まっていただきまして、県の指導も仰ぎながら、その就農状
況について報告をいただいて、指導もさせていただいとるところであります。（「もう一
問お願いします」と呼ぶ者あり）
○議長（村上　正広君）関連質問ですので、制約をさせていただきます。
　以上で山本芳昭議員の一般質問を終わります。
　　　　───────────────────────────────
○議長（村上　正広君）ここで暫時休憩をいたします。再開は午後１時といたします。
　　　　　　　　　　　　　午前１１時５０分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午後　１時００分再開
○議長（村上　正広君）休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
　引き続き一般質問を行います。タブレット３ページから４ページ。
　７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）私は今期６月定例会において、日本共産党の議員として、
当面の町政の諸課題について執行部の考え方をただします。
　まず最初に、きのう私、月曜日、安倍政治を許さないというスタンディングをしていま
したけども、ちょうど８時２分前に大阪府を中心とする震度６弱の地震があって、特に、
建築基準法に違反していたブロック塀とプールに、挟まれて亡くなられた、登校していた
児童、あるいはほかの亡くなられた方々、心からお見舞いを申し上げたいし、一日も早い
復興を祈念しています。
　いずれにしても、この地震というのは、先ほど、冒頭に議長もおっしゃられましたけど
も、いつ、どこで発生するかわからない。本当にそういう意味では、後で質問する国土強
靱化ということについても真剣に我々は考えていかなければならない課題だというふうに
改めて感じております。
　さて、今の国会で成立しました森林経営管理法という法律についてお聞きしたいと思い
ます。
　この法律は来年４月からの施行ということで、割と森林組合の関係、総代会では一部そ
ういうことのお話もありましたけども、森林の町としても非常に重要な中身が含まれてい
るということで、今国会で成立したこの法律について改めて認識を問い、それから、この
法律の制定過程の審議の中で、１４項目も附帯決議がついたという異例な法案でもありま
す。ですから、本当にこれが日南町の、民有林についての法律ですけども、林業者にとっ
てどうなのかということを問いたいと思いますし、まず、この法律を制定するに当たっ
て、林業者の意向調査が平成２７年に行われております。本法にどのようにその林業者の
意向が反映されたのか、一部では、林野庁の資料が捏造されていたというふうなことも審
議の中で起こっていますので、これについて答弁を求めたいと思います。
　それと、今話題になっている来年度の税制改正に盛り込まれる森林環境税、これ、１人
１，０００円ということで、住民税課税世帯に約５６０億というふうに言われていますけ
ども、これが森林環境譲与税として、関係のそれぞれの自治体に譲与されます。この新法
による日南町の新しい森林経営管理システム、このことが法律の中にもうたわれています
けども、この森林経営管理法と森林環境税はある意味でセットで施行されるというふうに
なってます。これについて、日南町にとってどうなのかということをお聞きしたいと思い
ます。
　次、２番目に、所有者不明土地問題ということです。今、国も新しい法律を、公園と
か、いろんなところで所有者不明の土地を、解決できるというふうな法律、これも今国会
で成立しましたけども、全国的に物すごく所有者不明の土地ということがクローズアップ
されていますけども、現実に、日南町にはどの程度存在するのかということもあわせてお
聞きしたいと思います。平成２８年度の決算において、収入未済の固定資産税を、５１２
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万を不納欠損という処理をされていますが、その中に、所有者不明となっている固定資産
税が実際に存在しているのかどうなのか。一応それぞれ固定資産税台帳に基づいて賦課は
するけども、実際に賦課した当該者が存在するのかどうかということも含めて、改めてお
聞きしたいというふうに思います。
　次に、３番目ですけども、ことし７月を目途に開設予定の障がい者のグループホームと
高齢者有料老人ホームの進捗状況はどうなっているのか。いろいろ当初予算の中でも議論
がありましたけども、予定どおりスムーズに進められているのかということについてお聞
きします。
　そして、４番目ですけども、島根原発の稼働と住民の安全対策についてということで
す。本年２月に説明があった鳥取県西部国土強靱化地域計画では、原発事故への対応は一
切、なぜか記述がありませんでした。いろいろ国土強靱化ということで、橋梁や施設関係
等々で説明がありました。自然災害に対する対応も説明がありましたけども、島根原発、
原発事故への対応には一切記述がなくて、今、中電は、島根原発の２号機の再稼働と３号
機の新規の稼働の申請が行われようとしています。私は今回の大阪府を中心とした、本
当、ある程度、どちらかというと想定していなかったような地震もあったわけですけど
も、周辺には、京都や大阪は原発も立地してます。もちろんこの日南町も、近いところで
は４０キロメートル以内に立地しているわけですけども、この点について、どのように人
命保護を、避難対策を進めようとされているのか、改めてお聞きしたいと思います。
　そして、最後になりますが、歴史的な南北首脳会談が４月２７日、板門店宣言というこ
とで合意されましたし、さきの６月１２日には米朝の首脳会談もシンガポールで開催され
ました。私は、まさかＪ－ＡＬＥＲＴが、北朝鮮からミサイルが発射された模様ですとか
いうふうな放送をされないような、そういう北東アジアの平和、そして朝鮮半島の非核
化、ミサイルが飛ばないような、そういう、やっぱり周辺の、アメリカはもちろん朝鮮戦
争の当事国でもありますけども、６カ国協議の枠内で本当に真剣に対話を進めていってほ
しいというふうに思います。６カ国の中の安倍首相だけがいわゆる蚊帳の外と言われる状
況もありました。対話のための対話は意味がないというふうなことを一貫して安倍首相は
言ってきたわけですけども、ここに来て、やっぱり本当にいろんな問題は対話によっての
み解決できるということを安倍首相自身も悟られたではないかなというふうに私は思って
います。
　この会談は海外のこととはいえ、本当に近い、日本海沿岸に住む私たちはやっぱり平和
のために発信をしていく必要があるじゃないかという立場で町長の見解を問いたいという
ふうに思います。
　以上、最初の質問を終わります。
○議長（村上　正広君）執行部の答弁を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）久代安敏議員の御質問にお答えいたします。
　まず、今国会で成立した森林経営管理法についての林業者への意向調査及び反映につい
てでありますが、この森林経営管理法の制定につきましては、平成２７年に林野庁が実施
した森林資源の循環利用に関する意識、意向調査の結果が、法案の国会提出の際の背景説
明資料として使われております。新法では、所有者が管理できない森林について、管理す
る権利を市町村に設定し、意欲と能力のある林業経営者に管理を委託し、採算ベースに乗
らない森林は市町村みずからが管理するとなっております。法案提出の際の背景説明資料
には、我が国の森林の所有形態は零細であり、８割の森林所有者は森林経営の意欲が低い
との文言がありますが、これは意向調査の、現状を維持したい、これが７２％と、規模を
縮小したい、７％という回答が丸めて表記されたもので、林野庁は、法案が衆議院を通過
した際に、我が国の森林の所有形態は零細で、８５％の森林所有者は経営規模への拡大の
意欲は低いと修正をしております。この新法は、憲法が保障する財産権を侵害している可
能性が高いという識者の指摘もあるとおり、町といたしましても、慎重に対応したいとい
うふうに考えております。また、所有者不明森林については、一定の手続により市町村が
経営管理権を有することとなり、市町村だけに採算の見込めない森林管理を押しつけられ
ることではないかという危惧もしております。
　こうした大きな政策転換には、当事者のみならず、森林の持つ公益性について国民の深
い理解が重要であります。森林の果たしている役割について国民の理解が深まる、そして
林家の不安を払拭するための、今後とも協議が必要であるというふうに考えております。
　続きまして、森林環境税及び森林環境譲与税の税財源の見通しと、この新法による日南
町の新しい森林経営管理システムをどのようにするのかという御質問でありますが、森林
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環境税と森林環境譲与税の制度概要ですが、森林環境税は平成３６年度から課税、森林環
境譲与税は平成３１年度から譲与実施の見込みとされております。そして、平成３５年度
までの譲与財源は、後年度の森林環境税を先行充当し、徐々に譲与税額を増加させる仕組
みとなっており、森林環境税は、個人住民税均等割に国税として１人年間１，０００円を
上乗せし、市町村が徴収させていただくこととなっております。鳥取県の試算、これは平
成３０年の１月の試算でありますけども、これによりますと、本町には、平成３１年度か
ら３３年度までが２，６００万円、平成３４年度から３６年度が３，９００万円、平成
３７年度から４０年度が５，５００万円、４１年度から４４年度が７，２００万円、そし
て平成４５年度以降が８，８００万円として森林環境譲与税が配分される見込みとなって
おります。この森林環境譲与税につきましては、平成３０年度税制改革大綱に、市町村が
行う間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発の森林整備、その他促進
に関する費用に充てなければならないとの指針が示されております。目的財源であるた
め、今後、より具体的なガイドラインが示されることになっておりますが、町では、林業
の担い手確保を目的とする林業アカデミーの経営を初め、森林整備、路網整備、木育とい
った事業に充当してまいりたいと考えております。
　また、さきに日南町森林組合が実施されました山林意向調査では、今後も所有したいと
いう方が林家の６割、後継者次第という方が２割、譲渡したいという方が１割、無回答が
１割という結果が出ております。森林経営管理法の制定に際し、国が実施した意向調査と
はやや異なる結果となっておりますが、譲与したいという方も１割いらっしゃいます。現
在、この問題については、林野庁のモデル事業の重点プロジェクト、不在村地主等山林集
約化事業として取り組んでおります。森林所有者の意向を十分に確認し、町有林管理経営
審議会にも諮るなどして、日南町らしい新しい森林経営管理システムを構築してまいりた
いと考えております。
　次に、所有者不明の土地問題について、どの程度存在するかということでありますが、
増田寛也氏が座長で各省庁がオブザーバーを務める所有者等不明土地問題研究会が昨年の
１２月１３日に最終報告を発表し、所有者不明土地は既に九州に相当する面積で、
２０４０年までに北海道に迫る面積まで拡大し、経済的損失も６兆円にまで上るというシ
ョッキングな内容でありました。報告書にありますように、所有者不明土地の実態像を示
すデータはなく、必要に応じて所有者の調査を行った際、初めて判明するものだというふ
うに認識しております。所有者不明土地問題研究会が最終報告で示した所有者不明土地の
推計４１０万ヘクタールの根拠は、平成２８年度に地籍調査を実施した１，１３０の約
６０万筆について調査をしたところ、２０．１％が所有者不明であったことをもとに算出
されたものでありまして、ある程度これは推計的な数字だというふうに認識をしておりま
す。
　日南町の住民課で把握しております所有者不明土地は、免税点未満を除く、課税標準額
が３０万円以上のいわゆる課税となる方の調査を行っとるところであります。調査により
ますと、相続放棄や相続人不明で課税保留としている件数は１３件で１３．３ヘクタール
あります。
　続いて、平成２８年度決算の固定資産税不納、これが５１２万ありますけども、不納欠
損額処理の中に所有者不明となっている固定資産が存在するのかということでありますけ
ども、平成２８年度の決算で不納欠損処理した固定資産税額は４３件で５１２万余であり
ました。そのうち、相続を放棄した方や相続人が県外で死亡したため現在の相続者が不明
などの理由で処理したものが６件で２１万８，１８０円ございます。
　次に、障がい者グループホームと高齢者有料老人ホームの進捗状況についてであります
けども、日南福祉会所有の認知症高齢者グループホーム虹の郷を日南町が借り受け、用途
変更の届け出をしてＮＰＯ法人に貸与し、障がい者グループホームと有料老人ホームとし
て運営をしていただくよう準備を進めておるところであります。虹の郷に入居しておられ
る皆様と御家族の皆様及び日南福祉会の皆様には御理解と御協力をいただき、現在休止中
のグループホームあさひの郷に転居をしていただくことになりました。７月２２日日曜日
を転居日と設定して準備を進めていただいておりますが、障がい者グループホームにつき
ましては、虹の郷の利用者様が転居された後、整備が整い次第開設する次第であります。
現在のところ、８月中には開設予定と見込んでおるところであります。有料老人ホームに
ついては、ＮＰＯ法人について詳細を検討していただいてるところであり、まだどの程度
の入居費になるかというふうなところの検討も必要でありますので、開設時期につきまし
ては具体化をしておりません。
　次に、島根原発の稼働と住民の安全対策について、国土強靱化計画には記述がない中で
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人命保護をどう進めるかという御質問でありますが、国土強靱化地域計画は、さまざまな
分野の計画等の指針となる法定計画であり、地域の脆弱性を洗い出し、事前に強靱な行政
組織や地域社会をつくり上げていくことに重点が置かれたもので、リスクごとの対応をま
とめる位置づけのものではございません。原発対応については、国、県の指針及び日南町
地域防災計画の原子力災害対策編に基づいて行ってまいります。
　現在、３０キロ圏外の自治体の避難については国の指針において言及がなく、避難する
時期や方法を町村が判断することは、正直なところ困難であります。また、町村ごとに避
難の時期を判断すると、渋滞などによる避難の停滞が生じるなど、被曝の危険性がかえっ
て増加する可能性があり、これらのことから、３０キロ圏外の自治体に関する国の考えが
示された後に具体的な避難計画は定めていく予定としております。日南町はＵＰＺには含
まれておりませんが、国及び県から指示があった場合には対策本部を立ち上げ、必要な対
策をとっていくこととなります。また逆に、日南町は島根県のＵＰＺ、ＰＡＺ圏内の住民
を受け入れることが想定され、避難者の受け入れの視点での計画も場合によっては必要と
なると想定をしております。しかし、万が一の場合には、３０キロ圏外とはいいながら、
隣接する土地の方々が避難することが想定されるわけでありますので、やはりそういうこ
とも認識をした上での計画を立てていく必要があると認識をしております。
　また、歴史的というふうに言われておりますけども、歴史的な南北首脳会談と米朝首脳
会談結果への見解でありますけども、本年４月２７日に開催された南北首脳会談、そして
６月１２日に開催された米朝首脳会談の共同宣言は、いずれも朝鮮半島の完全非核化、そ
して朝鮮戦争の終結による恒久的な平和体制の構築を理想とするものであり、その意義は
大きいと感じております。ただ、国内に目を転じるならば、日南町にも拉致と疑われる方
がおられるわけでありまして、日本人拉致問題については、米朝首脳会談の声明には盛り
込まれませんでしたし、会談の中でも取り上げられたとされておりますが、既に御承知の
とおり、北朝鮮ではラジオ放送で解決済みというふうな放送もなされておるところであり
ます。
　いずれにしても、やはり私は、安倍首相がリーダーシップをとられて、直接日朝の首脳
会談を実施され、そして主体的な日本の外交というのをやっていくことが一番いいという
ふうに思っております。やはり北東アジアの安全のためには、朝鮮半島の統一、そして非
核化、そして日本人が望む拉致問題の一刻も早い解決というのを、リーダーシップを持っ
て進んでいただきたいというふうに、強く個人的には願うものであります。
　以上、久代安敏議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（村上　正広君）再質問がありますか。
　７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）まず、順番を追って質問項目、今の答弁の内容を踏まえて
再質問を行いたいと思います。
　私が冒頭に、この森林経営管理法のデータの捏造というか、意向調査をゆがめて国会の
資料として提出されたこと、今、町長も若干おっしゃいましたけども、経営規模に関する
調査で、意向を経営意欲と読みかえることによって、最も回答の多かったのが現状維持の
意向でした。それは、経営意欲がないと、現状維持が経営意欲がないということを資料と
して国会に出したんです。で、今のお話にもあったように、答弁にあったように、それを
修正せざるを得なかったと。私は、農業も林業もやっぱり本当に大変な中で、何とか経営
を頑張っていきたいと、それは現状維持だと。せめて現状を維持していきたいという気持
ちは圧倒的な林家、農家にあると思うんですよね。やっぱり孫、子の時代にきっちり残し
ていきたいという気持ちは、ある意味現状維持なんですよ。ですから、そういう意向調査
のとり方そのものも、せっかくアンケートで意向調査をとりながら、そういう方向で林野
庁の都合のいいようなとり方をしたところに、一つ大きな問題があるのではないかなとい
うふうに思いますが、日南町の意向調査については、農林課長、２７年に実施された調査
の中身については把握されておりますか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）まずこれは、森林組合のほうがされた結果しか、済みませ
ん、私どもは承知しておりません。このいわゆる国がやられた分の日南町分の結果という
形では、済みません、把握しておりません。それについては御承知いただきたいと思いま
すけれども、いわゆる森林組合のほうが実施された意向調査によりますと、今後も森林を
所有していきたいという方がもう６割いらっしゃいまして、それから、ただ、後継者次第
という方が２割、したがって、８割の方が、山林の経営については条件つきではありなが
らも、経営意欲を持っておられるという認識でおりますので、国の意向調査によるよりか
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は、この森林組合が実施された意向調査のほうを重視すべきだろうというふうに思いま
す。したがって、現在日南町のほうが林業の成長化産業モデル事業という形で取り組んで
おりますので、日南町としては日南町としての姿勢を示しながら、林業の成長産業化とし
て発展していくように取り組むべきというふうに考えております。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）まず１番に、この法律もですけども、林野庁は、この法律
の中にもはっきり書いてありますけれども、民有林の５０年伐期ですよね。さきの森林組
合の総代会でも総代の一部の方が、５０年伐期という考え方でなくて、１００年伐期もあ
るし、木下家住宅の裏山にあるような２００年の木もあるし、いろんな林齢の木があって
いいじゃないかと。民有林に限ってですね、５０年伐期をあえて中央政府が進めるような
やり方はいかがなものかという総代の意見もあったんです。もし仮に、今、町の町有林関
係は主伐も一部やられておりますけども、いろんな林齢の木をやっぱり育てていくと。こ
の国会審議の中でも、５０年伐期が本当にいいのかどうなのか、やっぱり８０年、１００
年も考えていく必要があるじゃないかという、それこそ材積が蓄財される資産として大事
ではないかという意見が、国会審議の中でもかなりあったようですけども、５０年伐期と
いう、民有林をそういう指導をするというやり方についてはどう思われますでしょうか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）まさに日南町が今、５０年伐期という視点でいいますと、い
わゆるそういったような時期に来ておるのは事実であります。そのあたりにつきまして
は、ことし森林組合のほうが、いわゆる皆伐新植に対して、その位置についても新しい補
助制度をつくられたりして、想定しておりました３倍ぐらいの新植、皆伐伐期というよう
な申請が上がってまいりました。そういったような取り組みもなされておりますので、ベ
ースになるのは５０年伐期ということで考えていきましたほうが、現在のオロチあたりの
集成材として使うのは、本当適しておるんだろうなというふうには思います。ただ、余り
それ以上、今度大径木になり過ぎたときには、またそれなりのいろいろ使途に、何か逆に
そういった形で集成材に使うのはもったいないような気がいたしますんで、そのあたりに
ついては状況を見ながら、所有者の方のニーズをはかりながら、林業、そういったような
伐期、いわゆる切っていくのか、それとももう少し残していくのかというような判断は、
所有者の御意向を捉えながら対処してまいりたいというふうに考えます。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）ということは、やはりこれから森林所有者の方と綿密な話
し合いをしていかれて、本当に主伐を５０年ということに限定すること自体がおかしいな
というふうに思いますし、なるほど間伐をして、手入れをして、結果として６０年、７０
年の、１００年で皆伐するという手法があれば、皆伐してでも山元に若干、今の補助金制
度の中で手元に残るし、そのほうがいいじゃないかなというふうに思います。特に、丸太
の場合は１９８０年がピークで、もう急激にその後、材価が下がってます。今や３分の１
まで下落して、ヒノキで１万７，６００円、杉で１万２，３００円、２０１６年ですけ
ど、今はちょっとまだ下がってます。山元に入るお金は、ヒノキが６，１７０円、杉が、
杉は大変な値下がりで、８分の１も８０年に比べたら下がっていて、２，８０４円という
状態です、もちろん立米単価ですけども。やっぱりそこの根本には材価の低迷があるとい
うふうに思っていて、特に、日欧ＥＰＡによって、製材製品、外材が完全に関税ゼロにな
って輸入されてくるということで、特にオロチなんかは経営を圧迫されるのではないかと
いうふうにも、私は今、危惧してます。安い原材料が入ってくると、どうしても、確かに
国産材で、町産材で集成材加工というけれども、実際にはオロチだけではないわけで、集
成材、ＬＶＬをつくっている企業は。ですから、ほかのところがどんどんどんどん外材で
製材製品として入ってくれば、非常に結果としてオロチも売れ行きが悪くなるんじゃない
かというふうなことも心配するわけですけども、このあたりについての対策も、やっぱり
今後、森林環境税、譲与税の数字を先ほど出されましたけども、そういう現にある製材業
者のことにもきっちり財政的な措置もしていかなければ、大変なことになるじゃないかな
というふうに思いますが、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）今、先ほどの冒頭おっしゃった森林経営管理法につきましても、
先ほど申し上げました不明土地の問題についても、根幹は私、同じだというふうに思って
ます。特に、我々の市町村が消滅可能性自治体というふうな話も、全て増田寛也さんが座
長をされて、要は都合のいい数字を丸めて危機をあおると。大規模な会社には、都合のい
い法律を通してどんどんどんどんやっていく。今回も働き方改革なんかでも、薄ら笑いを
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しながらいろいろおっしゃってましたけども、非常にやっぱりそういうふうなところが目
立つわけであります。ですから、先ほどあった５０年伐期についても、日南町でも今、
８０年伐期というふうな森林管理計画もつくっておりますし、当然５０年伐期もあるとい
うふうには思っております。ですから、さまざまなものをある程度やはり頭の中で考え
た、そして、きょうあたりも日経新聞によりますと、外国からの輸入材が２割下がって入
ってきたというふうな話もあっております。そういうふうなことも考えていくと、どっか
都合のいい数字だけを丸めて、そこで論議をされてるというふうな気がしてならないわけ
であります。やはりそこは、山元の日南町のほうでは、しっかり大地に足をつけて、林業
というもの、農業というものを考えていくということをやっていかないと、単なる国の制
度がこうだから、こういうふうに決まったからというふうなことで流れていくと、とんで
もない間違いになるんではないかなというふうに思っております。森林環境税等の活用等
も含めて、農業も含めて、やはりしっかりした農林業振興というものを町としては図って
まいりたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）私はこの法案のことをあえて取り上げさせてもらったの
は、やっぱり日南町の中で多様な森林があって、もちろん雑木も含めてですけども、多種
多様な林齢、樹種があって、いろんな用途に使われると。それこそ今、薪炭の、炭のされ
る人はないわけですけども、やっぱりかつて田んぼと山でなりわいをしてこられた、もち
ろん牛も飼って、それがもう総じて大変な状況になっているという中で、私たちは本当に
この町に住み続けられるためにも、やっぱり国に対してもきっちり物を申し上げていただ
きたいし、後で補正予算の林野庁のこともありますけども、本当に林野庁って現場のこと
がわかってるんだろうかという気がしてなりません。ですから、増田寛也氏の話も出まし
たけども、やっぱり現場の今の皆さん、苦しんでいる実態をよく理解してほしいと、そう
いうふうに国の政治も進めていただきたいなということを強く要求して、来年４月１日か
ら施行されるこの法律で、非常に林業者とのいろんな関係、森林組合も含めて、調整がか
なり必要なことだと思いますので、決してみんな諦めてはいないんで、本当にできれば少
しでも小遣いにできたり経済的な足しになれば、山も生かしたいという町民は、全ての町
民の皆さんがそう考えているし、現にここに住んでいられない、町外に出ておられる方
も、やっぱり自分の資産、林野がどうなっているのかっていうことを非常に気にとめてお
られる方が多いと思いますので、ぜひともしっかり町民の気持ちに沿ったような形で進め
ていただきたいというふうなことを要望して、次の質問に移ります。
　所有者不明の土地問題です。今、いろいろ答弁がありましたけども、そもそも不動産登
記簿に登録されている方は、この課税保留として処理しているのが１３件で１３．３ヘク
タールというふうな答弁でしたけども、これは全く不明であるということですか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）全てが全く不明というわけではありませんが、例えば日南町
でお亡くなりになって、いわゆる相続人代表というものを設定していただくわけですが、
そういったときには、その方が都会に帰られて、そこで亡くなられたりして、そこからま
た追えなくなったとかいうようなケースもありますので、引き続き調査した分も含めての
１３件ということで御理解ください。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）ということは、もう今月固定資産税の賦課も各戸にされて
いますけども、賦課そのものがされていないということですか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）厳密に言うと、賦課というか、計算まではして、本人のほう
に課税の通知を送っていないということであります。ですので、課税保留という格好にな
っております。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）それは、相続人が定まらないのでそうなっているというふ
うな話ですけども、それを一般的に所有者不明だという言い方もされているようですけど
も、大きなくくりで。どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）全くそのとおりで、今の現住所がつかめないという方も含め
ての不明土地ですので、今、課税といいますか、課税までの計算はしても、送り先が不明
という方も含めての１３件ですので、それも含めた、国の言ってる所有者不明土地という
ものは、そういった方も含めての所有者不明だというふうに理解しております。
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○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）毎年決算では、特に昨年は固定資産税の不納欠損処理もた
くさんあったわけですけども、現実に相続放棄などで所有者が不明と処理したものが６件
で２１万８，０００円だったということだけども、相続権のある人に全く連絡もとれない
と、どこにおられるかわからないと、そういう者を指しているんですか、この数字は。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）相続人という、先ほど言いました、全部が相続放棄したケー
スばかりではございません。相続人全員がわからなくても、その兄弟さんなんかは健在と
いうところには、当然ながら課税ということで送ることは可能なんですけれども、かなり
さかのぼった、いわゆるどういいますか、調査もしておりますんで、そういった相続した
こと自体も、いわゆる本人も承知してないというようなところまで調べてはおるんですけ
ども、そういった方に対して送付もできませんので、一応課税から落とさせていただいた
というケースも中にはあります。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）そういう不明者は、それこそこの増田寛也氏の報告による
と莫大な面積があるようなことを言っておりましたけども、実際に日南町として、相続登
記ができなくて賦課もできない、送付もできないというふうな人はふえる傾向にあるのか
どうなのか。現状維持なのか、むしろ積極的にアクセスして減らしている傾向にあるの
か。どのような現状認識でしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）これからの時代、やはりふえていく傾向にあるということは
間違いないと思います。といいますのは、先ほど言いましたように、都会で相続された方
という方が不明になっていくケースというものが想定されますので、やはりこれからふえ
ていくというふうに認識はしております。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）せめてこの日南町は、相続人がきっちり把握できるよう
な、そういう、町外に出られた方ともしっかり連携がとれるような町になってほしいとい
うふうに私は思うんですけども、町長、どうでしょうか、賦課もできないという状態は。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）ケースとしては、相続放棄というケースが最近は結構ふえており
ます。いわゆる所在はわかるんですけども、例えば日南町に全く住んだことがない、日南
町という町を全く知らない、自分の例えばおじいさんとか、例えばお母さんの実家が日南
町にあったらしいけども、自分は日南町に全く来たことがないという方も、当然だんだん
だんだん多くなってきてるわけであります。やっぱりそういう方に、例えば日南町の宅地
等が相続されましたといっても、どれだけのもんなのか、それに対して、高額なものなら
いいですけど、例えば３００円の税を払うために銀行に行かないといけないとかというふ
うなことを考えられてくると、山も同じなんですけども、ぜひとも、そういうのは要らな
いと、それから全く自分はそれは関知してないと、自分は日南町という町を知らないんで
ということであります。ですから、せめて日南町を知ってる方については、何とか日南町
来たことがあるとか、日南町で生まれたとか、そういう方はしっかりある程度できると思
うんですけど、全く日南町に来たことがないとか、日南町という町について知らないとい
う方については、なかなか相続という話をしても、なかなか御理解を得ることは難しいと
いうふうに思っております。その辺がこれからふえる傾向にあるというふうには思ってお
ります。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）国もそれは特に山林を中心として、非常に所有者の不明の
土地がふえていると、もちろん空き家等の処理についても政府はいろいろな対策をとらざ
るを得ないというふうな、これも所有者不明の一つの要因だと思いますけども、やっぱり
きちっと課税台帳に基づいて、固定資産台帳に基づいて、税金を徴収できるようなやり方
をされないと、特に不納欠損を続けられるような固定資産税を、状況はよくないというふ
うに思いますので、やっぱり特に住民課を中心として、常に連絡をとっていかれるよう
な、不明者が出ないような対策を講じていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）今調査中のも含めて、引き続ききちっとした調査を行って、
公平な課税というものに努めていきたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
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○議員（７番　久代　安敏君）それでは次に、７月を目途に障がい者のグループホームと
いうことで、高齢者有料老人ホームの進捗状況もですけども、今答弁がありましたので、
これは７月２２日にあさひの郷のほうに福祉会のグループホームの皆さんが移られて、そ
の後に障がい者のグループホームを開設するということですけども、このＮＰＯ法人のつ
なでとの連絡調整、これについても、新規の事業ですので、どのように進んでいるのか、
そのことを確認しておきたいと思いますが、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）新たなＮＰＯ法人さんとの連絡につきましては、適宜連
絡をとっているところでありますが、転居していただく日時も近づきましたので、さらに
連携を深めていきたいと思います。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）具体的に、今の虹の郷をグループホームに供するために、
どのようなリフォームというか、リニューアルといいますか、手を加える必要があるのか
ということも含めて、お聞かせください。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）現在、福祉会さんのほうと詳細を詰めていますが、多く
の備品等はほぼそのまま使えるように聞いております。ですので、もう少し詳細を詰める
必要はありますが、余り大きな手を加えることはなく、設備面は利用できると思っており
ます。将来的には、居室の電気等が個々に使用量が認識できるような設備の変更は必要と
考えておりますけれども、備品の面では余り大きなものは必要なく移行できると考えてお
ります。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）障がい者のグループホームも、昨年の当初予算からいろい
ろたんぽぽの家の改修等の議論もあって、今の虹の郷にということできちっと決まった経
過があるので、計画どおりスムーズに進むように、やっぱりきっちりと当該の法人も含め
て綿密な調整をして、一日も早い開設ができるように進めていっていただきたいというふ
うに思います。高齢者の有料住宅については若干時間もかかるとは思いますが、まずもっ
て障がい者のグループホームについては、予定どおり進めていただきたいというふうに思
いますので、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）日南福祉会さんや利用者の方、御家族の方の御理解をい
ただいて転居の予定が進んでおります。予定どおりスムーズに進むように努力してまいり
たいと思います。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）島根原発のことですけども、国土強靱化地域計画ですよ
ね、県と県西部町村とで発表した。確かにあの中にはいろんなことが書いてありましたけ
ども、本当に国民の生命、財産を守るという観点から見れば、やっぱり原発事故の災害は
切り離せないというふうに思うんですけども、まだ、１号機は廃炉にするということです
けども、２号、３号については国に申請の準備を着々と進めておって、平井知事もいささ
か問題があるということをおっしゃってますけども、３０キロ圏内だけの自治体の問題で
済まされない、東北の福島第一原発の事故のことを見れば、距離数なんか全然関係ない被
害の実態であると思うんですよね。本当に住民の安心安全ということを考える、町の責任
者である町長としては、やっぱりきちっと、もし何かあったときには、私は再稼働すべき
でないというふうに考えてますけども、島根県の知事あたりは、松江の市長も含めて、安
全が確認できれば再稼働ありというふうな見解ですので、現に日本の原発も８基ですか、
再稼働しているわけですから、そういう状況の中で本当に住民の安全のために町長として
も、国土強靱化の中か、あるいはほかの原発対策のマニュアルづくりに対してきっちり意
見を申し上げていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）先ほども申し上げましたように、３０キロ圏内、圏外というふう
な区分けをしておりますけども、実際には本当に３１キロが３０キロとどれだけ違うのか
と、３０キロが危なくて３１キロが安全だという保証は全くないわけであります。日南町
も大体４０キロの間には北部のほうは入っているわけでして、そういう中で、平井知事の
ほうも、３０キロ圏内だけの自治体との論議では困るというふうなことはおっしゃってる
わけでありますけども、私ども、別にその論議に加わろうというふうな気は思っておりま
せんけども、しかし、やはり何らかの説明とかというのは、広くあってもいいというふう
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に思っております。ちょうど今、御承知かもしれませんけども、この対策の本部長が日南
町出身の方であります。一生懸命説明をされておりますけども、私どもはやっぱり、それ
を時間をかけて、できる限り広い範囲で公聴会を設ける等もされながら、一歩一歩、仮に
原発を推進するとすれば、そういうふうなことは必要かなというふうに思うところであり
ます。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）私は、あえてこの西部町村国土強靱化地域計画の概要の中
で取り上げさせてもらったのは、これ、いろいろ出ているけども、本当に国や県は原発事
故のことを真面目に考えているのだろうかと。本当に不思議と記述がないんですよ。自然
災害のことはびっちり書いてありました、台風とか地震とか。だけど、原発、あれだけ近
くに島根原発があるのに、原発のゲの字の対応も書いていない。県の職員さんが来られて
説明していったときにも、私はなぜ原発事故が記述されてないのかということも質問しま
したけども、何か非常にうやむやな答弁でしたけども、こういう指針をつくられるのな
ら、やっぱり県も、特に境港、米子市なんかは、もう近隣で非常に不安に感じておられる
わけですから、せめて強靱化のこういう計画にはきっちり記載して対応をしていくべきだ
ということを県の町村会等で意見を申し上げるべきじゃないかなというふうに思います
が、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）私も鳥取県の西部町村会の会長もしておりますし、県の町村会の
副会長もしておりますので、ただいま伺った意見も含めて、またそういう場でも論議をし
てみたいというふうに思っております。かつて、鳥取県西部の町村会でも島根原発等に行
かせていただいて、実態等も見させていただいた経験もありますので、それらも踏まえ
て、また必要であれば、そういうふうなところも場も設けて、話も伺ってみたいというふ
うに思っております。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）町長の前向きな答弁でしたから、ぜひとも問題にしてほし
いというふうに思います。
　最後になりましたけれども、南北首脳会談と米朝会談について、町長もそれこそ核ミサ
イル、拉致という、朝鮮半島の平和、核兵器の廃絶ということで、本当に今回の２つの大
きな歴史的な会談が、非常に積極的に評価をされているというふうな答弁でありました。
きょうも米韓合同軍事演習を中止すると、これも積極的な朝鮮半島の平和のための動きだ
と思うんですよ。それに対して、防衛省の小野寺氏は、いや、抑止力のために軍事演習は
続けてもらわなくちゃいけないみたいなことを記者会見で述べていましたけども、まさに
抑止力ではなくて、軍事的な緊張をあおるだけだというふうに思います。特に、この朝鮮
半島の情勢が本当の核兵器の廃絶のために、あれだけ非核化を日本国民も訴え、世界が訴
えている中で、今回の２つの会談はまさに歴史的な会談だと思いますので、これを機に、
私たちも暮らしがきっちりと安心して暮らせるような、本当にミサイルなんかが飛んでこ
ないよと、大丈夫だよと言えるような町になるために、やっぱり町長も先頭に立って頑張
っていただきたいなというふうに思いますので、これは私からの強い要望ですので、よろ
しくお願いしたいと思います。一言。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）若干語弊があるかもしれませんけど、日本国民の間に、もしかし
たら南北朝鮮の統一を願ってない動きもあるやに聞いております。ただ、私はこれまでの
歴史的な中で考えるときに、例えば東西ドイツの統一、何を及ぼしたかというと、やはり
東西のヨーロッパの危機を乗り切ったというふうな前例があるわけであります。私は、可
能であれば南北朝鮮が統一されて、安全な民主的な国家に変わるように強く願うものであ
りますし、これが本当に私が一番心配するのは、歴史的な会談だったというのが、ちょっ
と間に言葉が入って、歴史的なペテンの会談だったというふうなことにならないように、
本当にこれは強く願いますし、先ほどから申しますように、日本という我が国も一番、一
つの原因をつくったのも、南北朝鮮の分断をつくったのにも、やはり日本軍の必ずしも責
任がないとは言えないわけであります。そこんところをしっかり安倍首相にもリーダーシ
ップをとっていただいて、極東アジアの安全、ひいては世界平和のためにも御尽力をいた
だきたいと強く願うものでありますし、全く小さな自治体の者でありますけども、そうい
うことに対してはぜひともエールを送りたいというふうに思うものであります。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）最後になりましたけども、いろいろ、今回の米朝の会談に
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しても、南北の会談にしても、非常に識者の方とか評論家とか、いろんなことを言います
けども、６カ国協議の後、いろいろ今回まで問題があったのは、やっぱり本当に全ての６
カ国協議に参加した国が、お互いに自制し合って、励まし合って、いい関係をつくってい
くようにしていかなければ、誰かが足を引っ張れば、それはやっぱりそういう、トランプ
さんも金正恩さんも、非常にある意味気が短いとこがあるので、本当に自制しながら進ま
ないと、また繰り返すようなことがあっては絶対いけないし、私は一定の、時間がかかっ
てもしようがないから、とにかく和平の方向に進んでほしいというふうに強く願っていま
す。特に、朝鮮半島の問題は、町長もおっしゃったように、１９１０年に韓国を併合した
歴史があって、竹島の問題もそういう歴史的な経過の中から、やっぱり領土の問題も発生
しているわけです。だから、やっぱり今の朝鮮戦争の休戦協定を終戦にするということ
を、年内にやるんだということを、南北の首脳も、それから米朝の当事者も確認をしてい
る状況なので、積極的に、我々小さな自治体とはいえ、関与していきたいというふうに重
ねて町長に要望をしておきたいというふうに思います。以上です。
○議長（村上　正広君）答弁いいですね。
○議員（７番　久代　安敏君）はい。
○議長（村上　正広君）関連質問がありますか。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）以上で久代安敏議員の一般質問を終わります。
　ここで暫時休憩をいたしたいと思います。再開は２時２５分といたします。
　　　　　　　　　　　　　　午後２時１１分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午後２時２４分再開
○議長（村上　正広君）休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第４　報告第１号
○議長（村上　正広君）タブレットの議案書ファイルをお開きください。２ページから３
ページ。
　日程第４、報告第１号、平成２９年度日南町繰越明許費繰越計算書についてを議題とい
たします。これについては、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告が求め
られていますので、これを許します。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）報告第１号、平成２９年度日南町繰越明許費繰越計算書につい
て、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成２９年度日南町繰越明許費繰
越計算書を別紙のとおり本議会に報告するものであります。本日付であります。
　詳細につきましては総務課長のほうから報告させますので、よろしくお願いいたしま
す。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）失礼いたします。そうしますと、報告第１号、平成２９年度
の繰越明許の計算書について、説明を若干させていただきたいと思います。タブレット３
ページのほうに計算書をつけております。お開きください。
　列の中ほど、事業名の右側になりますけども、金額欄がございます。こちらが３月に繰
越承認をいただいた金額でございます。その右、翌年度繰越額につきましてが、年度末確
定をした繰越額となります。それから、右の内訳につきましては、繰越額の財源内訳とい
うふうに読んでいただければというふうに思います。平成２９年度繰越明許費に係る会計
年度末の繰越額は見ていただいたとおりでございますけれども、上段の一般会計合計で
１１億１，６９４万３，６１１円となっております。また、簡易水道事業特別会計では
１，１１０万円、また、ここには載っておりませんが、繰越承認をいただいておりました
農業集落排水特別会計の特定地域生活排水処理事業におきましては、２９年度内での事業
完了をいたしましたので繰り越しをしておりません。一覧の各事業につきましては、件数
も多うございます。３０年度に繰り越して早期完了を目指して、現在進捗を図っておると
こでございます。
　以上、簡単ですけども、繰越計算書について報告をさせていただきました。
○議長（村上　正広君）報告について質疑があれば、これを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）以上で日程第４、報告第１号、平成２９年度日南町繰越明許費繰
越計算書についての報告を終わります。
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　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第５　議案第５２号
○議長（村上　正広君）タブレット４ページ。
　日程第５、議案第５２号、日南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
　本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）タブレット、報告議案ファイルの４ページでございます。議案第
５２号、日南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正について。次のとおり日南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項の規定により、本
議会の議決を求めるものでございます。
　概要といたしましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を
改正する条例により、日南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例の一部
を改正するものでございます。
　内容といたしましては、放課後児童支援員の資格の規定について明確化するため、教諭
となる資格を有する者を教育職員免許法第４条に規定する免許状を有する者に改正するも
のでございます。また、放課後児童支援員の基礎資格について、５年以上放課後児童健全
育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めた者を新設するものでございます。施
行期日といたしましては、公布の日からであります。よろしくお願いいたします。
○議長（村上　正広君）これより本案に対する質疑を許します。
　７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）９条の４項の教育職員免許法と学校教育法の規定によると
いうところの大きな違いがありますが、これについてちょっと詳しく、この教育職員免許
法との違いを教えてください。
　それと１０項に、５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当
と認めればいいんだということは、１０項については教育職員免許法がなくても該当する
者となるのかどうなのか、これについても説明を求めたいと思います。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）質問にお答えいたします。初めのほうの学校教育法のく
だりのところですが、これは教員免許状の更新という制度ができまして、免許の更新を受
けていない場合の取り扱いというのが明確になっていなかったことから、更新を受けて、
有効な教員免許状を取得した者ということにこのたび改められました。この放課後児童支
援員の資格要件としましては、いろいろ種類がございまして、保育士免許のある人ですと
か、それからこのような教員の免許のある方ですとかっていうことが何種類か対象の職種
が定められております。新設されました、５年以上の放課後児童健在育成事業に従事した
者であって町長が適当と認めた者というのは今までなかった要綱ですけれども、経験があ
りまして、研修を受けた者というのは従事できることになっておりますが、この研修の受
講資格が高校卒業という前提がありまして、それでなくても経験があって有能な方は受け
られるように対象を広げるということの、全国の市町村からの要望事項を受けましてこの
たび改正されました。適任の方は研修、試験を受けていただいて、修了後には従事するこ
とができるというふうに拡大されたものです。
○議長（村上　正広君）質疑を終結いたします。
　お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第５２号は、審議の都合により、
本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、議案第５２号の本日の審議は、
質疑までにとどめることに決定をいたしました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第６　議案第５３号　から　日程第９　議案第５６号
○議長（村上　正広君）タブレット５ページから。
　日程第６、議案第５３号、平成３０年度日南町一般会計補正予算（第２号）、日程第
７、議案第５４号、平成３０年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、日程
第８、議案第５５号、平成３０年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）、日程第
９、議案第５６号、平成３０年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）、以上、補正予
算関係４件を一括議題といたします。
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　各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）議案第５３号、平成３０年度日南町一般会計補正予算（第２号）
。歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出の総額にそれぞれ３，１６０万８，０００円
を追加し、総額をそれぞれ６４億５，３５７万１，０００円とするものでございます。
　また、債務負担行為の補正もお願いしたく、第２条で債務負担行為の追加として、一つ
は、賃貸住宅建設管理運営事業建設資金利子補給（世帯向け住宅）でありまして、期間が
平成３０年度から平成５０年度、限度額が１，２３０万であります。また、続日南町史の
編集校正印刷製本等の業務でありまして、期間としましては平成３１年度まで、限度額が
１，２００万円であります。
　地方債の補正につきましては、第３表の地方債の補正によるところでございます。
　主な歳入といたしましては、国庫支出金を１億７，７８２万減額し、県支出金を
７，４８６万４，０００円、繰入金を３，３４５万円、繰越金を４，４０７万６，０００
円追加し、町債を１，３００万減らすものでございます。歳出の主なものといたしまして
は、防災対策といたしまして２００万円、これは避難所改修計画の追加であります。企業
支援対策事業として９５万９，０００円で、これは賃貸住宅の利子補給であります。ま
た、生活保護総務費といたしまして３１８万６，０００円、これは生活保護システムの改
修ということで、５年に１度のものでございます。また、病院運営事業といたしまして、
副院長の採用等による人件費の増額で１，４４５万円、また、農業後継者育成対策事業と
いたしまして、昨年度の１回返してもらった分の再補助として３００万円、畜産対策とし
て、みらいファームの施設改修といたしまして１，９０６万円、山村振興費として、フラ
ワーセンターのガラス温室に給水施設として２００万円、森林保全総合対策事業といたし
まして、高性能機械の事業変更といたしまして９，１３４万５，０００円、その関係で林
業成長産業化モデル事業を１億２，１５４万５，０００円を減額、また、船通山線ののり
面対策として、林道施設改良として１，７００万円を上程するものでございます。
　続きまして、議案第５４号、平成３０年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第１
号）でございます。歳入歳出それぞれ１，０３３万６，０００円を減額し、歳入歳出をそ
れぞれ６億８，０６４万４，０００円とするものでございます。歳入といたしましては、
県支出金を１，０００万加えまして、繰入金を２，０３３万６，０００円減らすものでご
ざいます。歳出といたしましては、療養給付費が退職者分で７００万円、保険給付費の高
額医療が３００万円、国庫補助金の還付管理金が８８万３，０００円、以上３件を増額い
たしまして、一般被保険者給付分を２，１０９万９，０００円を減額するものでございま
す。
　続きまして、議案第５５号、平成３０年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）
でございます。歳入歳出にそれぞれ２１７万４，０００円を追加し、歳入歳出をそれぞれ
１億２，５２７万円とするものでございます。歳入といたしましては、繰入金を全額充当
するものでございまして、歳出といたしましては、医療介護の連携の推進員を１名採用す
ることによる増額でございます。
　続きまして、議案第５６号、平成３０年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）でご
ざいます。収益的収支といたしまして、大まかなところで、医師を１名増員するというこ
とでございます。ことしの７月１７日付で採用予定でございまして、医師給で４５７万
２，０００円、医師手当として７，７０９万７，０００円、法定福利費といたしまして
１４３万６，０００円、退職負担金といたしまして６４万５，０００円を補正するもので
ございます。収益といたしまして、地域医療総合確保基金の取り崩しを１，４４５万円行
うものでございます。資本的収支といたしましては、現在外来で使用しているエコーにふ
ぐあいが生じ、修理対応が困難となったため、超音波診断装置、エコーを１台更新するも
のでございます。支出といたしまして１，３９９万８，０００円、これにつきましては、
歳入といたしましては機械備品整備債を１，３９０万充当するものでございます。
　なお、詳細等につきましては、必要があれば各担当のほうから説明させますので、よろ
しくお願いいたします。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）失礼いたします。若干補足をさせていただきたいというふう
に思います。タブレット５ページの一般会計の補正予算、第２条、債務負担行為の補正で
ございます。
　まず１点目、町長から説明がありましたとおり、賃貸住宅の利子補給事業でございま
す。今回の補正にも関係いたしますけども、本年度を含めて２１年間の利子補給を行うと
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いうことで、平成３１年度から５０年度までの限度額１，１３０万をお願いするもので
す。あわせまして、続日南町史の編集校正印刷業務につきましても、平成３１年度、来年
度の債務負担を１，２００万確保させていただきまして、１社での業者決定によって継続
した安定した業務を行っていただくために、来年度予算について債務負担を確保させてい
ただきたいというものでございます。以上でございます。
○議長（村上　正広君）これより各案に対する質疑を許します。
　まず、議案第５３号、平成３０年度日南町一般会計補正予算（第２号）から質疑を行い
ますが、各課ごとに質疑を許します。
　初めに、タブレット５５ページ上段、総務課について質疑を許します。タブレットの
５５ページです。
　４番、荒木博議員。
○議員（４番　荒木　　博君）総務課の防災対策事業について伺います。避難所の改修工
事の件ですが、７件、総額でいうとざっと５００万円ぐらいになります。ですよね。そう
すると、１件当たりが１００万円ぐらいの工事ですが、もう少し金額がかかってるような
気がするんですが、この募集の７件の内訳はわかりますか。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）失礼いたします。今現在、５月末で募集を締め切っておると
こでございますけども、御指摘のとおり、７件の申請があっております。補助額の今、申
請額の合計が４８１万円という総額になっております。中身につきましては、それぞれ大
小がございますけども、大きなものが１８０万ぐらいから、少ないものは７万５，０００
円ぐらいまでということで、それぞれの件数でばらつきはございます。総額で４８１万と
いうことで、今回５００万の予算確保をお願いしたいものでございます。
○議長（村上　正広君）４番、荒木博議員。
○議員（４番　荒木　　博君）これ、私がちょっと知らないもんですからお尋ねします
が、これの上限っていうのは大体１件３００万であるわけですが、例えばことし３００万
のうち１５０万使って、次の年にまた１５０万の申請をすることは可能なわけですか。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）上限に達するまで複数回の申請が可能としております。先ほ
ど私が説明しましたものは補助金ベースの金額でございます。事業費ではございませんで
すので、御承知ください。
○議長（村上　正広君）よろしいですか。
　４番、荒木博議員。
○議員（４番　荒木　　博君）要するに、年を越してでないとだめでしょう。その年に２
回というようなことは無理なわけですか。５月末か。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）一応、募集期間を４月から５月末にしておりますので、その
期間に出たもので予算の余裕があったりする場合は、追加を受けることは可能かと思いま
すけど、それにつきましては個々で判断をさせていただきながら運用させていただきたい
と思います。
○議長（村上　正広君）次に、５５ページ下段、企画課について質疑を許します。
　８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）まず１点目ですが、今現在アパートの建設中であります
が、ここでの事業説明の中で目的の中で、町内の事業所の雇用に対しということですの
で、例えば町内の雇用、福祉とかそちらの勤めてる方だけなのか、例えば町外へ仕事行か
れてる方も対象なのか、そちらのほうはどうなんでしょうか。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。基本的には、ここのアパートを運営される
株式会社パセオ様の考え方によりますが、今お伺いしてますのは、町内の事業者を中心に
と伺っておるとこでございます。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）今、具体的にパセオさんという名前出ましたんで、実は、
パセオ住宅が２つございます。当初、福祉の関係でパセオさんとあかねの郷で契約をされ
て、例えば、当初ですよ、そこで例えば２４軒あるけども、２軒ほどあきが出ても
１００％補償するような話を聞いたことあるんですが、今回のこの６世帯に対しては、そ
のようなことはあるんでしょうか。例えばあかねの郷、福祉会であるとか病院とかいう形
で。どうなんでしょうか。
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○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）詳しく詳細はきちっと確認しておりませんが、ある程度見込
みがあるということで、それぞれ、現在６戸予定しておりますが、全てフルに御活用いた
だけると伺っております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）フルであるならばいいんですが、実はパセオアパートにそ
ういったことがわからず入居したいという方がおられまして、相談もあったときに、い
や、ここはだめですよということで断られた方がおられまして、以前ですよ、あくまで
ね。ですから、今回のこの６戸の取り扱いが、パセオさんが実際に経営されるんで、全て
パセオさんの考えでされるんであれば、いろんなトラブルが起きないかどうか、その辺ち
ょっと危惧しておりました。過去のパセオ住宅とあかねの郷との契約があったということ
を聞いておりましたんで。現在は、実際のパセオアパートにつきましては、町職員の方、
オロチの方、病院の方等々入っておられます。そういった変遷もございます、時代の変化
もありますけども、今後６戸もあります。将来、中心地域の構想でいきますと、プラスア
ルファ９戸という予定になっておりますので、その辺の位置づけということであえて聞い
たわけです。
　その辺ちょっとまた検討していただきたいのと、今回、利息が、あくまでもまだ契約さ
れてないのでどうのこうの言えませんが、利息が２．５％、２０年返済ということで、相
当な金額になるわけですけども、従来でしたら１２年間で上限の２．９５％ということで
されてましたけども、シミュレーション的にこの２．５％はどうなのか、ちょっとわかり
ませんけども、いろんな経営とか等々あると思うんですけども、この２．５というのは妥
当性があるのかどうか、どうなんでしょうか。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。現在、こちらの運営されるパセオさんのほうで
複数の金融機関と交渉を行っておられると伺っておりますが、私ども原課においても金融
機関に確認、参考までに聞いたところ、妥当性があるとして確認をしております。以上で
す。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）じゃあ、もう１点だけ。実は、この期間なんですが、従来
でしたら１２年、１２年でされてます。４，４００万、合計８，８００万でされてます
が、今回５，２００万、これ２０年ということですが、この２０年についてもどうなんで
しょうか。例えば１５年なのか、１８年なのか。その辺の妥当性についてはどうでしょう
か。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。この建築に当たりましての、この返済、支出と
借り入れのバランスを見たときに、おおむね２０年でペイできるというところで、運用に
つきましては、現在もうちょっと長期に、３０年か３５年というところを視野に運営は予
定をされておるところでございます。いわばそこが利益幅というところで御理解いただけ
ればと思います。
○議長（村上　正広君）４番、荒木博議員。
○議員（４番　荒木　　博君）４番です。この業者にするときに企画書みたいなのをいた
だいて、当然審査をされとると思いますが、この世帯住宅の家賃は一体幾らでしょうか。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。最終的な運用の家賃は、まだ報告は実は受
けておりませんが、企画コンペにおいて聞きましたのが、５万２，０００円から
７，０００円程度だったように記憶をしておるとこでございます。以上です。
○議長（村上　正広君）よろしいですか。
　２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）２０年というところが若干気になるっていいますか、長過
ぎるというふうに思うんです。２０年で５，２００万円の建築費の予定で、２０年で
１，２３０万円の利息を支払うということになっておりますが、先ほど同僚議員おっしゃ
いました、今までのは１２年でやっておられます。やはり町としても、税金を投入してこ
ういう助成をされるわけですから、なるべく短期間で償還をしていただくようなお願いも
していくべきでありますし、大変有利な制度だと思います、借入金全額利子補給をすると
いうことでございますので、その点も考慮した予算組みといいますか、償還の期間を考慮
していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。議員御指摘のとおり、貴重な公金ですので、き
ちっとした使途は当然と心得ております。ただ、一方で、公営住宅の起債あたりを参考に
いたしますと、２５年から３０年というような、もっと長きスパンで返済が基準となって
おります。いろいろとこのあたりの基準についても、内部でもまた検討いたしましたが、
２０年というのは今回妥当性があるものとして設定をしておるところでございます。御理
解のほどお願いいたします。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）なかなか納得いかないところがありまして、８００万円の
違いですよね、４，４００万円と５，２００万円の中で、その中で２０年と１２年という
ところがあります。家賃の収入が違うからということであろうかとは思いますけれども、
やはりその期間を短くするべきだろうと私は思います。長い期間、起債の関係というより
も、これは民間と民間の話だと思いますので、町の公の起債の話とはちょっと別次元のこ
とだろうとは思うわけです。
　それともう１点、つなぎ資金というところで、２，０００万円を２回というふうにあり
ますが、このことについても説明をしていただきたいと思います。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）済みません、２点の御質問ですけども、前段について私のほう
から御説明させていただきたいと思います。今回につきましては、世帯用ということであ
りまして、それと、家賃が先ほど課長が申し上げましたように５万２，０００円前後だっ
たと私もはっきり覚えないですけど、ただ、駐車料金２台分を含めてというふうに認識し
ておりますので、そういった意味で、いわゆる入居率を高めるっていうことで、少し低額
にしたということを重視して、それをするためにはやっぱり長期の中で償還という形をと
らないといけんということが思惑にあるというふうに思っておりますので、そういった意
味で、実際には町内では余り民間アパートってどんどんありませんけれども、米子ベース
でいくと若干駐車料金は別だよというやなところもたくさんある中で、とはいいながら、
やっぱり一月当たりのアパート料金を低額にするっていうことを重視したということは背
景にあるというふうに思っておりますので、その辺を加味していただければというふうに
思っております。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。２，０００万円のつなぎ資金というところでご
ざいます。建築が完成した暁には正式な返済が始まるわけでございますが、それまでの建
築に係ります材料仕入れ等、建築に必要な経費に資金借り入れというところで設定をしと
るとこでございます。ただ、利息、利率等につきましては、同額という試算の中で計算を
しておりますので、このあたり建築が完了を、今８月末から９月末あたりで予定をしてお
りますが、それまでの融資というところで、ここも支援が必要なものとして計上させてい
ただいております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）まず最初に、駐車場は町有地を利用されるわけですから、
この企業がお金を支払って駐車場を造成したわけではないので、その駐車場が加味してあ
るというのは若干違和感を感じるところでありますし、もう一つは、町が利子補給もする
わけですよね。そういうバックが町がついているところの事業において、銀行が貸してく
れないということでしょうか。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）公共機関がバックにあるということでありましたが、このあ
たりでの利率というところが２．５％であればお貸ししますというところから、適正な金
額というところが利率で設定されてるというところです。（発言する者あり）はい、つな
ぎの部分においても銀行から借り入れを行う。（発言する者あり）はい。２．５％でとい
うところでございます。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）この短期間のうちに２，０００万円を２回借りて、
２．５％もの利子もつけて支払うわけですか。おかしくないですか。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。あくまでも町は民間が借り入れられたところの
利息について支払いをさせていただきます。２，０００万というのはあくまでも想定の数
字でして、実際に借りられるところはこれからでございますけども、そのあたり、建築か
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ら運用まで、住んでいただくところまでは、今回建設、運用に当たっての条件としておっ
たところでございます。御理解のほどお願いします。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）同じ項目の質問ですけども、前回、平成２０年度には、先
ほど来、議論がありますけど、１２年間で、牛市場のところも２３年に借りて、１２年間
だったと。ほとんど、平成３１年と３４年には、この借り入れは完済される計画ですよ
ね、これまでのパセオ住宅は。とすれば、今、先ほど来、２０年という期限も、当然もっ
と短くされてもいいと思うし。それから、もう一つお聞きしたいのは、前回、平成２０年
はＪＡ鳥取西部が金融機関で借りておられるけども、もう一つは、米子信用金庫から借り
ておられますが、今、どのような利子交渉を実際にやられておるのかということと、公金
から利子補給するということなので、やっぱりできるだけ期間は短くしていかれるのが筋
じゃないかというふうに思いますし、先ほど駐車場の話もあったけど、町が無償で提供し
ている土地なので、それはめったやたらにどこでもとめれるというわけではないけども、
基本的に区画はつくられるでしょうけども、やっぱりそれを、駐車場つき世帯住宅みたい
な売りは、町がそこまで支援しておるんだということをしっかり理解してもらってやらな
いといけないじゃないかなというふうに思いますが、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。まず初めに、利子交渉の状況でございます
が、町内の金融機関を中心に交渉をされてると伺っております。複数社でございます。
　それから、２０年の妥当性でございますけども、以前、中心地域の特別委員会あたりで
も、この企画コンペの募集要項については御報告、御協議させていただいたところでござ
いますが、２０年から４０年の今回世帯用アパートの運用を計画をして、公募し、決定し
たところでございます。その中で、単純に過去は１２年のところで運用したわけでござい
ますが、昨今の情勢から、当時と同じような期間では非常に短期の返済あたりも多額にな
るというあたりで、その運用期間の底辺である２０年に合わさせてもらいたいというよう
な、コンペでも内容であったかと認識しております。その中で、やはり公金等もあります
が、都市部のような民間とは押しなべて比較はできないわけでございますけども、町が支
援します若者といいますか、世帯向けのアパートについては、やはり住みやすく、また働
きやすい環境づくりという中で押していきたいという中心地の利活用の一つでございま
す。したがいまして、このあたり、無償で町が土地を提供し、実施の部分についても支援
をするという約束のもとに公募し、決定した経緯を含めまして、２０年というところは、
建設経費も多額でございます、妥当性があると認識した、判断したところで御理解賜りた
いと思います。よろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）１１番、福田稔議員。
○議員（11番　福田　　稔君）ありがとうございます、どうも。指名してもらいまして。
あのね、融資の金額まで利子補給することがあるかな、大体。ある程度持っとって事業始
めんと、一から十まで全部借りて、町が利子を全部払うんですか。それだったら町がした
ほうが安くつく、町が経営したほうが。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）さっきの一般質問でもございました、町営住宅の管理等いう
話もございます。町が建てて運営するというのも一つの方法ではございますが、この中心
地をさらに利活用していくという点では、民間の活力を生かしたいという思いのもとに行
っとるところがございます。このあたり、建築の最初から運営にかかるまでを条件として
おりましたところを改めて御理解いただきたいと思います。（発言する者あり）
○議長（村上　正広君）静かにしてください。答弁中です。
　１１番、福田稔議員。
○議員（11番　福田　　稔君）つなぎを融資することないだないかな。それに、その関係
では、それも条件で募集したという話ですけどね、そこまでせないけんですか、これは実
際。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）つなぎというふうに書いてあるんで、ちょっと誤解を得てるのか
もしれませんけども、いわゆる借り入れを３回に分けるという考え方であります。１回で
はなかなか信用というのがありませんので、３回で分けて、いわゆる１，０００万、
１，０００万と、あと残りの５，２００万に対して借り入れをする、それに対して金利を
払うということで……（「２，０００万」と呼ぶ者あり）２，０００万、２，０００万、
１，２００万ですか。（発言する者あり）いやいや、そうです。３回に分けて借り入れを
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するということです。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）募集のときからというような言葉も出ておりますけども、
事前のそういった中心地等でのお話の中には、私はつなぎとか、そういったような言葉も
聞いておりませんが、総じて今見ますと、いわゆるこれ、ＰＦＩだと思っておりますが。
ＰＦＩで事業者が、私の目から見ると、ほかのＰＦＩに比べて、ほとんど危険性がない、
もう全て役場が段取りをして、名前だけＰＦＩになっとると思うわけです。経営リスクと
いうもんがどこに出てくるのか、それが、いわゆるプロの方であって、住宅メーカーであ
るならば、そういったもののあれもあるんですが、この中山間地でＰＦＩでやって、行政
がバックでつなぎまで出すというような話は過去聞いたことがありません。当然、民間参
入ということであれば、民間はリスクをある程度負うべきであって、この形態はそこまで
いってないと思うわけですが、先ほど来の説明の中で、事前の話で、いわゆるコンペ等で
も条件で話したという話ですが、つなぎ等については私は聞いてないと思いますが、そこ
ら辺について、どのようにお考えか、御説明をお願いします。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。中心地域あたりでの説明においては、今回出し
ておりますつなぎ資金という名称については出しておりませんでしたが、借り入れの一つ
のテクニック、手法と認識しておりました。借り入れの利子補給の部分については、トー
タルベースでは支援していくと。その金額については、今回お示ししたところでございま
す。つなぎとありますが、これらも建てる部分では必要な経費であり、今回、５，２００
万に対する、融資額に対する利子補給と上げておりますが、建築としましては、もっとか
かっておりまして、当然自己資金もかかるところでございます。そのあたり、トータルで
見て、期限でしたりを組み立てておるところでございます。よろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）上手に説明されますけれども、普通に聞いておりますと、
事業着手が決定してから上乗せしたようにしか聞こえないわけです。説明ではという話が
ありましたけども、説明とは、聞く人にわかりやすく、正しく伝えてもらわないと、あれ
に含まれておったというようなことが決定してから説明されるのでは、それは説明とは言
いません、概要説明です。ですから、同僚議員もここに来て、恐らく疑義を持った方もお
られると思いますし、正直なところ、それに近い状態の方も同僚議員にはおるんではない
かと思いますが、もう少し丁寧に説明いただきたいと思いますが。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）つなぎという、本当に書き方、ちょっとあんまりよくなかったか
なと思っております。何かその場しのぎみたいなイメージがあったかというふうに思いま
すけども、要は、借り入れするにしても、やはり担保というのが民間あるわけでして、そ
れがある程度ないと一括には借りれないということがありますので、当然何回かに分けて
借り入れるということはあるというふうに思っております。
　また、今、ちょうど古都議員のほうからＰＦＩでの、これだけ見るとリスクがないんじ
ゃないかというふうにおっしゃいましたけども、確かにこれだけ見るとなかなかリスクが
ないように見えますけども、きょうの午前中の一般質問にもありました、住宅を管理する
というのは、いわゆる非常にリスクを負うものであります。建物につきましても、家賃に
つきましても、さまざまな事故につきましても、全てそれを、やはり今回の場合には施工
者が負うわけでありますので、そういうリスクもあるというふうに認識をしております。
そういう中で、非常に説明がちょっとつなぎというふうなことで、何かよく借金があっ
て、つなぎ資金を借りるようなイメージがあったかもしれませんけども、そうではなく
て、根本的に全体として借り入れする中で、分割をして借り入れないとなかなか融資を受
けられないという実態があるというふうに思っております。今回の施工者が、たとえ相当
なお金持ちであっても、やはりなかなか今、民間の場合には非常にかたい担保、そして補
償というのがあるわけでありますので、そういう意味では、分割して借り入れるというの
もあり得るというふうに思っておりますし、それも範囲内だというふうにおりますので、
その辺は御理解をいただきたいと思っております。ちょっと書き方が非常に悪かったかな
というふうに反省はしておるところであります。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）町長からそこらの説明、今いただいたわけですけども、リ
スクの話ですけれども、基本的には、いわゆるシングルマザー１５戸から始まりまして、
世帯用住宅ということを１５戸という、同地域で、いわゆる整備計画上の問題、あるいは
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地形の問題等で、今回６戸、将来９戸という計画でありますけれども、リスクの中には、
この６戸はかたいと、先行する６戸については、もう既に入居したいという話が届いとる
という説もいただいております。そういう観点で、今後の９戸よりはリスクははるかに少
ないと思っとるわけでして、そこら辺の判断を、これまでの説明の中で、我々が聞いたこ
とと御説明いただいたこととの部分がちょっと行き違いがあるのかなと。したがって、そ
の観点のみではないとは思いますが、今後建設される予定の９戸の場合には、まだこれよ
りも有利な条件が出てくる可能性があるんではないかと思いますが、そこら辺の気持ちに
ついて伺います。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）これにつきましては、既に議会の中でも、以前に御意見いただい
たとこであります。いわゆる、言葉は悪いですけれども、決め打ちみたいなことは、やは
り避けたほうがいいというふうに、町と、いろいろな業者さんあるわけですけども、癒着
ととられかねないというふうな御意見も実はいただいたとこでありますので、やはり次の
ものにつきましても、今回もある程度オープンにしたつもりでありますけども、結果的に
は１社だったという結果には陥りましたけども、できる限り幅広にして、ハードルも低く
して、できる限り広いところで日南町のほうに住宅的なもので参入していただけるよう
に、また、日南町の住民の方のニーズに応えれるような住宅整備を図ってまいりたいとい
うふうに思っておりますので、今回いろいろいただいた意見も御参考にしながら、我々も
考えてまいりたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）８番、大西保議員。
○議員（８番　大西　　保君）済みません、先ほど企画課長のほうから答弁の中で、揚げ
足取っては申しわけないんですけども、融資額５，２００万ですが、それ以上にかかると
いう答弁がございました。そうするならば、総事業費は幾らで、融資額幾ら、そして、返
済等々で、最終的にアパートの家賃をここまで抑えたよという目論見書というんですか
ね、シミュレーション、そのようなものは把握されてるでしょうか。まず、総事業費は幾
らなのかということ、それから、トータルのシミュレーションを、計算書なりがあるかど
うかをお尋ねします。
○議長（村上　正広君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）御承知のとおり、今も建築中の建物でございますが、事業
費、あくまでもいただいてる情報は、コンペ時点の情報がベースで……（発言する者あ
り）失礼いたしました。（発言する者あり）
○議長（村上　正広君）静かにしてください、答弁中ですので。静かに。
○企画課長（實延　太郎君）建築費は七、八千万ということで認識はしておりますが。
今、手元にコンペ時の資料はちょっと持ち合わせておりませんが、あくまでも融資は
５，２００万ということで、今回上程させていただいております。建築費ですが、七、八
千万というところで、今、手元に用意をしておりません、また説明させていただきたいと
思います。資料については、コンペ時の資料でしたら御報告できるかと思います。（「じ
ゃあ、あしたの委員会に」と呼ぶ者あり）
○議長（村上　正広君）委員会じゃいけんで。予算審査をする段階の中で、資料を持って
上がってないというような答弁はあり得ん話じゃないですか。そういうような答弁しても
らったって、審査ができないじゃないですか。もっとしっかりとしたものを持って上がっ
ていただきたいと思います。
　ここで暫時休憩をいたします。再開は３時３０分といたします。
　　　　　　　　　　　　　　午後３時１８分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午後３時３０分再開
○議長（村上　正広君）休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
　先ほどの企画課の質疑の中でございましたので、實延企画課長のほうから答弁をいただ
きたいと思います。
　實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。休憩前に御説明いたしました世帯用アパー
トにつきまして、その場で御説明しました内容に私の勘違いがあり、訂正をさせていただ
きたいと思います。先におわび申し上げます。
　改めまして、建築経費でございますが、５，２４０万程度を見込んでおります。家賃に
つきましても、概数を申し上げておりましたが、今の見込みで５万２，０００円程度、１
カ月、予定をされておるところでございます。建築に係ります償還も含めました今後の収
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支計画につきまして、シミュレーション、試算上でございますが、やはり２０年でやっと
家賃収入と支出、返済のバランスがとれるというところでございます。ただ、修繕等も今
後、そのあたりが不安定要素でございますけども、トータル的に世帯用アパートの運営に
つきましては、いかに日南町に住みよく、また、働いていただくかというところにおきま
しては、また今後も予定をしておるところもございます。先ほどまでに御指摘いただいた
あたり踏まえまして、今後の施策に生かしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしく
お願いいたします。（発言する者あり）
　改めまして、この建築に今携わっていただいております施主様を初め、御関係者の皆様
にも、この場をおかりしましておわび申し上げたいと思います。
○議長（村上　正広君）３番、坪倉勝幸議員。
○議員（３番　坪倉　勝幸君）同じところなんですけども、ちょっと財源についてですけ
ども、今回、起債１００万円で、一般財源４万１，０００円減額なんですけども、この４
万１，０００円は当初予算で起債が、この事業項目で１，０９０万ほどあるんですけど、
そちらとの関係で何かあるんですか、この４万１，０００円はどういうふうに使われるわ
けですか。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）財源につきましては、過疎のソフトを使う予定にしておりま
すが、御存じのとおり、過疎債は１０万円単位で借り入れをすることになってございま
す。当初予算の１０万円切りのきれいにしました数字から、今回のものを足し上げると、
若干逆転現象が出てくるということで、財源について、見た目、この項目だけ見ますと財
源のみがふえるようになりますけども、これは１０万円単位で切った関係での調整になり
ます。御理解いただきますようによろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）よろしいですか。
　次に、５６ページから５７ページ上段、福祉保健課について質問を許します。
　４番、荒木博議員。
○議員（４番　荒木　　博君）高齢者見守りシステムというのが４件増加ですよね、なっ
ております。今現在、日南町で何件ぐらいございますでしょうか。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）済みません、平成３０年度予算には７５台分を計上して
おります。ちょっと今、稼働している台数を現在把握しておりませんで、後で回答させて
いただきたいと思います、済みません。
○議長（村上　正広君）よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）
　次に、５７ページ下段から６０ページ上段、農林課について質疑を許します。
　７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）先般の全協で説明がありました林業成長産業化モデル事業
の高性能林業機械の導入についてということですけども、まず、フェラーバンチャ、ロン
グリーチハーベスタ、グラップル、フォワーダ、これを１セットにして５組の導入を計画
されていたということで、これが当初予算段階でフェラーバンチャとロングリーチハーベ
スタとグラップルとフォワーダということで、当初予算の段階で進んでおられたわけだけ
ども、それぞれの機械ですよね、後で森林組合がリース契約するということだけども、高
性能林業機械のそれぞれの見積価格、当然リース料との兼ね合いもありますので、それの
試算したものを示していただきたいと思いますが、今回の補正との関係で。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）まず、個別の機械のリースについて、済みません、資料を持
って上がっておりませんで、これについて、また示させていただきます。一応、当初予算
のほうでは定価ベースで見させていただいておりました。それを今回、見積価格を参考に
して、いわゆる事業費のほうを積算しておりますので、総事業費からは下がってはおりま
すけれども、いわゆる当初予算の内容での予算要望という形で整理はしております。
　ただ、現在の状況につきましては、非常に厳しく、いわゆる事業要望どおりの台数が確
保できるかどうかはわからない状況にはなっておりますけども、今後も、確保できるよ
う、それに向けていろいろ県のほうにも相談、協議するなり、事業のほうは進めてまいり
たいというふうに考えております。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）といいますのが、森林組合が５年間一括でリース契約をさ
れるということから、果たして、こういう高性能林業機械が一体幾らするんかということ
も、やっぱり町民の皆さんは関心があるし、きっちりリース料も含めて、契約をしかけ
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て、当初予算の段階ではリース契約ではなかったわけだけども、それはやっぱり、特に林
業関係者は知りたいと思いますし、我々議員もきっちりしておく必要があるというふうに
思いますが、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）資料提供をさせていただきます。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）５７ページの下段でございます。農業後継者育成対策事
業、事業の説明が書いてありますが、対象者への振り込み処理の遅延によりというような
ことを書いてありますけども、これは事務的に金融機関のどっかでとまっておったとか、
そういうことなんでしょうか。ちょっと説明でわかりにくいので、わかりやすい説明をい
ま一度お願いいたします。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）まず、これにつきましては、資金の受給者４名の方に、この
場をもっておわびしたいと思います。これは、事務処理の錯誤によりまして、実際、支払
いが４月５日になってしまいまして、要綱等には３月中に支払いを終えなければならない
というものでありました。したがって、４月に支払いをしておったということが県の事務
検査のほうで発覚しまして、いわゆる担当のほうは４月の支払いでいいというふうに思っ
とったところではありますけども、そこで、いわゆる２９年度事業、後期分で支払いまし
た７５万円、これの４人分について、それぞれ返納を求めまして、国のほうに３００万円
を返納させていただいたような状況でございます。これにつきましては、去る６月７日
に、本人の口座のほうに、２９年度分、返納していただいた分でありますけども、支払い
はさせていただきました。それについて予算計上できておりませんでしたので、このた
び、７５万円の４人分ということで、いわゆる過年度分でありますけれども、今回、補正
予算を計上させていただいたところであります。３０年度分につきましては、９月、３月
に正常どおり支払いをさせていただきたいということで考えております。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）要綱が役場の、いわゆる支払いの５月末とは違っておると
いう、何となく気持ちもわかりますけれども、要綱では過年度分の支払いは可能というふ
うになっとるわけでしょうか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）そのあたりにつきましては、国、県にも十分協議しまして、
２９年度分を３０年度に支払ってもよいということでしたので、そのように処理させてい
ただきました。
○議長（村上　正広君）３番、坪倉勝幸議員。
○議員（３番　坪倉　勝幸君）５８ページの畜産センターの改修であります。これ、町有
施設を利用される事業者に施設改修をしてもらって、それに対して補助金を出すというこ
とであります。財務上、適切かどうかというところはありますが、これ、当初の設置目
的、畜産センターの設置目的から、もう既に目的が違ってきておるということからして、
まず施設を、例えば農協に譲渡されるとか、そういうことについては検討されて、かなり
以前にはそういうこともあったんですが、今回の利用者が変更になったことに伴い、この
時期にそういう検討はどうなっておりましたか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）御指摘のとおり、昭和５８年ごろ建設になった施設でして、
本当、所期の目的についてから、若干、現在の状況が違ってきておるというふうに認識し
ております。現在、平成３１年３月までＪＡとの契約が続いております。ＪＡからのみら
いグローバルファームへの転貸ということになります。現在、来年４月以降の契約の形に
つきまして、引き続きＪＡからの転貸という形にするのか、あるいは直接契約にするのか
ということにつきましては、協議を行っておるところでございます。町のほうといたしま
しては、直接みらいグローバルファームさんのほうに、将来的な施設の購入を検討してい
ただきたいということでお願いしておりまして、一応それにつきましては、数年、営業を
やってみて、採算ベースに合うとにらんだ場合には、そういった方向で検討させていただ
くという返事はいただいております。ただ、言いましても、町の施設でありますので、今
回こういったような形で先方に資金投資していただきます、将来的に、仮にですけれど
も、撤退という形になった場合には、そのまま残して撤退していただくという覚書を締結
することはやぶさかでないという言い方をしていただいておりますので、事前にはそうい
った手続もとっておきたいというふうに思います。ただ、先方も、先般の全協で説明いた
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しましたように、５，０００万から６，０００万ぐらいの投資になりますので、相当の覚
悟がないと、いわゆるそういったような投資もされないと思いますので、将来的にはそう
いう方向で進んでいくのではないかというふうに考えてはおります。
○議長（村上　正広君）３番、坪倉勝幸議員。
○議員（３番　坪倉　勝幸君）以前、農協への譲渡の協議があったんですけども、みらい
グローバルファームではなくて農協への譲渡というのは考えられないわけですか。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）農協は、余りそういったことは今考えてはおられないようで
あります。
○議長（村上　正広君）３番、坪倉勝幸議員。
○議員（３番　坪倉　勝幸君）お話があったように、事業が軌道に乗って、みらいグロー
バルファームが買い取りということはあるのかもしれませんが、そうならなかったとき
に、町として、既に事業目的のない畜産センターを今後どのようにされていくのかという
ことについても検討を重ねておかないと、将来のことについても、例えば土地について
も、未来永劫、今の状態、条件のままでということにはならないと思う、いつかは切りを
つける必要はあるのかなとは思いますし、発展的な事業展開もあるのかもしれません。そ
ういったことも含めて、当初目的の終了した畜産センターについての将来見通し等につい
て、説明をお願いいたします。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）まず、土地でありますけども、あくまでも土地代表者の御意
見ではありますけれども、将来的な売買も検討させていただきたいということ、今だった
ら売買も、相当数の地権者の方がいらっしゃいますんで、自分の代のうちにならというよ
うなお話も実はいただいておるところでありまして、したがって、施設譲渡という折には
当然土地も含めてということを検討していく必要もあると思いますので、そのあたりにつ
きましては、地権者の皆様と協議をしていきたいというふうに思っております。一応、確
かに撤退ということも考慮しなければならないというふうには思いますけども、現在のと
ころでは、日南町での営業所を構えてということで、並々ならぬ意欲を持っておられます
ので、今の状況を可能な範囲で支援していくことができればというふうに考えておるとこ
ろであります。
○議長（村上　正広君）３番、坪倉勝幸議員。
○議員（３番　坪倉　勝幸君）わかりました。今後、施設のあり方そのものについても検
討いただきたいと思いますが、公共施設等総合管理計画、公表については、今進められて
おるとこだと思いますけども、この畜産センター、いわゆる普通財産の内訳の中で、今後
どのように総合管理計画では位置づけをされ、管理をされていこうとされていますか。
○議長（村上　正広君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）総合管理計画の中では、普通財産扱いではございますけど
も、それぞれ各課、各事業での利用をされていらっしゃる部分については、それぞれ各課
の施策に沿った利用が可能なのかどうか、それを十分精査していただいた上で、いわゆる
一般的な普通財産、一般管理の部分になるものについては、地域とも協議をしながら、施
設の維持をするのかしないのかというふうなことも含めて、今後結論を出していくよう
な、個別計画を立てていきたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）５９ページです。山村振興対策事業でありますが、フラワ
ーセンター給水工事、２００万円の予算を計上されておりますが、この工事の内容と目的
についてお聞きをいたします。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）まず、事業目的につきましては、ここに書いてあるとおりで
ありますけども、ただ、もう一つまだ確定でありませんので、十分な計画にはならないと
は思うんですが、今のガラス温室を経営しておられる業者の方は、将来的に観光農園を経
営したいというお申し出もいただいておるところでありまして、観光農園ということにな
りましたら、今ない、トイレ整備も必要になってまいりますし、いわゆる当然、今ない、
水道設備の設置ということも必要になってこようかと思いますので、将来的な、そういっ
たような状況にも対応できるだけの対応を、今回、工事のほうで行っておきたいという形
で今考えておるところであります。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）この予算を見る限りにおいて、給水工事を行うということ
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を、まず提案をされます。その先に、今、お答えになりました観光農園とかがあるという
ことで、この工事、２００万円というのは高額だとは思うんです、大温室に向けての給水
をするだけでしたら簡単な工事で済むと思うんですけど、２００万円という高額な工事で
すので、それ、ちょっと中身を聞かせていただきました。将来的なガラス温室の観光農園
ということがあるようでしたらば、そういう計画も事前に知らせていただきたいというふ
うに思いますが、いかがでしょうか。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）私のほうから若干御説明させていただきたいというふうに思い
ます。金額の予算額の２００万というお話ですが、課長も申し上げましたけれども、基本
的にはフラワーセンター、ドームのところですね、今、ドームのところにつきましては水
が行ってないというのが現実でありまして、利用しておられるグラウンドゴルフの皆さん
と、それからゲートボールの皆さんと、そういう利用者が定期的に利用されております。
特にグラウンドゴルフの方につきましては、冬場あたりを優先的には御利用していただい
てるという状況があります。ですから、今回、そういったことが主体でありますが、先ほ
ど課長が言いましたように、隣接地での観光農園計画があるということでありましたの
で、基本的には本館からの取り出しっていうところを考えていきたいというふうに思って
おります。特に、観光農園につきましては、今、山から水をタンクに入れてというような
水の利用状況でありますけども、飲料水には適さないということもありますので、そうい
った形での今回取り出しをしながら、両方に対しての給水が可能にしたいというのが工事
の内容であります。
　あわせて、フラワーセンターにつきましては、若干、どういいましょうか、洗い物がで
きる形の、キッチンの洗い場ですね、ああいうものを簡易的につくらせてもらって、それ
の排水工事も含めて……（「何です」と呼ぶ者あり）排水です、水の排水、出すほうの排
水です。ということを水路までの間の配管もしたいということもありますので、そういっ
た意味で、給水管につきましては百何十メートルも距離的にもありますし、配水管につき
ましても１０何メーター、２０メートル弱あるということを聞いておりますので、そうい
った意味でのトータル的なところで、若干不透明な部分はありますけれども、２００万円
ぐらいを予定させていただきたいということであります。以上です。
○議長（村上　正広君）２番、山本芳昭議員。
○議員（２番　山本　芳昭君）大温室を利用されておる方が水を使うということで、給水
施設をつくられるということはいいことだと思います。ただ、同僚議員、詳しい議員もお
られますけれども、単価的に高額ではないかなというふうには思うのですが、再度お聞き
を、どのような工事、先ほど言いました、洗い場もつくるということでありましたけれど
も、ただ給水をして洗い場をつくるということだけの工事でありましょうか。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）済みません、フラワーセンターにつきましては、基本的に給水
塔を立ち上げるということが基本であります。それとあわせて、先ほど言いましたけど
も、洗い場をつくりたい、簡易なものを備品を置きますので、それに対する排水工事も水
路までの間、行いたいというふうに思っております。それと、観光につきましては、位置
的なことを決めておりませんけれども、基本的には同じ配管のルートですので、どういい
ましょうか、取り出しをきちんとして、次の段階で工事が容易に施工できる形をとらせて
いただきたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）技術的なことは私もよくわからんのですが、フラワーセン
ターという言葉で言われるとややこしいんで、大温室と５つの温室で説明してほしいとは
思うんですが、５つの温室まで水は行っております。蛇口をあけられんと水は出ませんの
で、止水栓でとめてあると思いますが、日南邑からグラウンド横の側溝を通って、中間に
ある階段の下は大水槽がありまして、フローしたものは池に出ると。大温室を経由して、
５つの温室のところの真ん中にポンプがありまして、それぞれに水は行くと思っておりま
す。ですから、そこら辺はチェックされて、本当に必要なのかどうなのか。
　細かしい話ですが、引かれる水は上水道かどうか。先ほど農林課長では、栽培に使うと
いうことになれば、水道水は塩素が入っておりますので使うことはできないと思いますの
で、自然水、現在いっているものでいいと思います。大温室で洗い場とかいうことですけ
ども、これも北側、南側に大きな管の、いわゆる水がないと、フラワーセンターは水でで
きておりますので、そこはチェックされるべきだと思いますが、その付設される管です
ね、通例は１３ミリ、家庭では使っておりますけども、どれぐらいのもんを使われるの
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か、使う水も、シャワーに使われるのか、手を洗われるのか。グラウンドゴルフ、ゲート
ボールは基本的にマイペットボトルの水は持ってくるんだということになっております
し、もしも大温室をやられるということになれば、かつて周辺は指定管理がなされており
ますけども、大温室については指定管理がなされてないように記憶しております。
　先ほども説明がありましたが、期間を限定したグラウンドゴルフ等、忘年会、新年会、
冬期間だと思いますが、若干大会があるというふうに聞いております。この説明でももっ
て、日南邑にも影響が出るという説明がなっておりますけれども、果たして利用状態はど
のようになってるかお聞きしたい。年何回ぐらい使っておられるか。また、今回の付設に
よって、管理棟にある場内トイレも、これも使える状態になっておると思いますが、今
後、そういったトイレも、その給水が要るのかどうか。私は男女合わせて、場内トイレ、
相当数があって、たしか、あれは、何ていうんですか、浄化槽は９９９人槽ですか、が埋
設してあると思いますんで、当然水洗でやれるという認識を持っております。工事の詳
細、使われるもんによって、家庭用の配管１３ミリでいいのか、あるいは、洗い場の大き
さもありましょうが、シャワーとかいう話になれば二十四、五ミリですか、大管もあるか
と思いますが、そういった詳しいことですね、今、将来計画も未確定のような説明に聞こ
えたんですけれども、上水と自然水の使い分けは当然必要であります。その点について、
再度説明をいただきます。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）大変詳しい古都議員の説明でありましたので、施工に関しまして
は、また古都議員のほうに御相談申し上げて、ちゃんとした施工をしたいというふうに思
っております。現在、実際には、私ども、何回も参りました。この中でも山本議員や福田
議員等も行かれてるというふうに思っておりますけども、実際には、今、大きなペットボ
トル、２リッター、３リッターのペットボトルを持っていかれて、それを置いとかれて、
それで手を洗ったり、お湯を沸かしたりされております。非常に非衛生だといえば非衛生
な部分でありますので、そういう状況の中で、真夏の間の晴れた日には使っておられませ
んけども、真夏でも雨の日あたりは使っておられますし、梅雨の時期、この時期まではほ
とんど毎日のように使っておられて、雨が降っても、雨漏りがするから何とかしてくれと
言われたり、自分たちで直されたりをしておるというふうな状況でありますので、利用頻
度はそんなに低くはないというふうに思っております。したがいまして、私どもとしまし
ては、大温室のところまでは、やはりある程度、高齢者の方々の健康増進からも含めて
も、整備してもいいのかなというふうには思っております。ただ、先ほど話がありました
ように、将来的に下の温室という話になりますと、現在は山水を使っておられますけど
も、将来的には、観光という話をされたときには上水道も必要になるのかなというふうに
は思いますけども、とりあえず、私どもとすれば、そこまで整備するというふうなことに
ついては、ちょっと今、逡巡をしてるところであります。整備はしたけども大温室が、５
つの、５棟の温室が使われなかったりするというふうなことも当然あり得ますので、無駄
な投資はしたくないというふうに思っておりますので、状況を見ながら、それは民間のほ
うで整備をしていただくなり、例えば何らかの補助事業等を活用されて整備されるなりと
いうふうなことが好ましいというふうに思っておりますので、また古都議員のほうに、担
当のほうから詳細な説明を伺いはしていただきますので、ぜひ現場まで御足労をいただき
たいというふうなことをお願いをさせていただきます。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）何を質問するだったか忘れそうでございますが、言われる
ように、既に上水道は平成の１１年ぐらいに日南邑まで水道が来たということで、旧あか
・しろ・きいろの角までは、私が聞いた範囲では上水道は来ておりますけれども、それ以
外にも管理棟、前側ですね、あそこ当然来とると思っておりますので、非常に簡単な工事
だと思っております。
　今、町長、るる説明いただきましたけれども、利用者がある、私の情報では、地元の盆
踊り、年に１回は使うんだというような話も若干聞いておりますけれども、いずれにいた
しましても、人が集まって利用されるということであれば、指定管理でなくても何らかの
契約を結ばれて、根拠をつくられるべきだと。ですから、利用される団体と、指定管理で
なくていいと思いますが、利用契約あたりをつくって、責任を持ってもらう。火事にはな
らんとは思いますが、ガラス細工でありますので、かつてあったように、雨漏りがする、
いずれ外れるんではないかという不安もあるということも聞いておりますので、代表者の
方と何らかの契約をされて、利活用をされるべきだと。以前から、周辺は指定管、になる
けど、なぜあそこがならないのかという疑問も持っておりましたけれども、この際、公費
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を投入されるであれば、根拠となる、そういった契約が必要ではないかと思いますので、
検討をいただきたいと思っております。
○議長（村上　正広君）ちょっと待って。先ほどの古都議員の質問の中に、例えば口径で
あったり、シャワーであったりとか、自然水の状況であったりというような答弁がなかっ
たというぐあいに思いますが、ここら辺のことについては、執行部の方。
　中村副町長。
○副町長（中村　英明君）先ほどの古都議員の御説明の中のほうで、大温室あたりの配管
があるっていう話はありますけども、その辺につきましては、改めて精査させていただき
たいと、その上で決めていきたいというふうに思っておりますけれども、現実的には蛇口
１本でありますので、一般的には１３ミリっていうのが家庭の中での配管のパイの大きさ
ですけれども、どこから引っ張るかっていう距離感のこともあるっていうふうに思ってお
りますので。それと、そのことを考えると２０ミリが基本になるんだろうなというふうに
思っておりますが、全体の中でその辺につきましては、有識者の関係の皆さんと、水圧の
関連もありますので、そういったところを精査した段階で工事発注にいきたいというふう
に思っております。以上です。
○議長（村上　正広君）４番、荒木博議員。
○議員（４番　荒木　　博君）先ほどからずっと話を聞いてまして、工事内容をしっかり
わかるように説明していただかんと、これ２００万の金額、出てこないんですよ。例え
ば、その上に、前、フラワーセンターで水が、たしか水道水を使ってたような気がします
し、あか・しろ・きいろですか、手前にドームがありますよね、あの辺から、例えば本管
を分岐して持っていく工事なのか、それから、あか・しろ・きいろであったらば、当然上
水をとって、メーターでとめてあるような状態じゃないかと思うし、実際に、例えば蛇口
が１センチであれば、これほどの工事代金はかからないというわけですよね。だけん、工
事内容をもう少し、きょうわからなければですけど、工事内容を詳しく教えていただきた
いと思うんですけど。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）今、２００万の予算額に対しての計画ですけれども、基本的に
は、冒頭言いましたように、こちらから、上から、あか・しろ・きいろのほうからあると
いうことは想定しておりませんでしたので、あくまでもこっち側から、フラワーセンター
の事務所が現在あります、温室があります、その下にガラス温室があります。ですから、
町道のほうに今、本管が入っております。ですから、そっから取り出しをしてという形を
今想定したために、この数字になってるということであります。当然、舗装の切り取り
も、当初の本管の取り出しのところにはありますし、町道横断もあるっていう話になりま
すので、そういったこともありましたのでそういう数字になりましたけれども、いろいろ
御指摘いただきましたので、その辺をちょっと再精査しまして、適切な水道のあり方につ
いてを再検討していきたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）３番、坪倉勝幸議員。
○議員（３番　坪倉　勝幸君）今の答弁でありますけども、補正予算、この２００万、現
地踏査をされて、実際どういう工事を想定されたのか。この２００万の根拠となる概算の
見積もりでもいいわけですけども、そういうものをやっぱり出していただきたいと思うわ
けで。もともとっていう話になりますけども、やっぱりこの文書だけなんですよね、２行
の。全く本当に副町長が言われたような観光農園にまで発展させる条件整備なのか、本当
に大温室の手洗い、飲み水程度の整備なのか、本当に説明不足なんです。当初予算、補正
予算、いろいろ考え方ありますけども、本当に補正で緊急整備が必要で、予算が必要だと
いうことで提案されとると思うんですけども、そうなれば、やっぱりきちんとした、本当
に緊急性があって、これだけの整備、お金が要りますよというところの説明が不十分だと
思うわけですよ。この３月定例会でも言いましたけども、もう少し、この２００万の根拠
がわかる資料を出していただきたいと思います。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）工事内容につきましては先ほど申し上げたとおりでありますの
で。ちょっと今、町長の答弁とも重なりがあるかもしれませんが、基本的には、将来にわ
たって、どういいましょうか、観光農園をやりたいという計画の希望は聞いております。
ですから、大温室と観光農園予定地の場所が近隣の場所に当然ありますので、できれば
別々ということよりも、１つの配管の中で途中から分岐をするという形が一番、どういい
ますか、工事費の費用が安くなるんだろうというふうな思いの中で、今、途中変更してる
っていうところがありますので。といいますのが、別々に分岐するよりも、１つ、ちょっ

ページ(47)



日南町第４回定例H30年６月19日
と大き目の配管を入れて、途中から分岐をして、それぞれの必要な容量を確保できるって
いうことを基本に置いた形をベースにしておりますので、御理解いただければというふう
に思っておりますし、基本的な見積もりにつきましては、若干、予算の枠は多くしており
ますけど、おおむねその形での方向で進めていきたいというふうに思っておりますので、
資料を……。
○議長（村上　正広君）それは提出できますか。
○副町長（中村　英明君）はい、後から出したいと思います。
○議長（村上　正広君）３番、坪倉勝幸議員。
○議員（３番　坪倉　勝幸君）先ほども話がありましたけど、あか・しろ・きいろには上
水道っていうか、簡易水道が来とるわけなんですよね。もうそのことが、誰も現地踏査を
されてもわからなかったいうことなんでしょうか。以前、あか・しろ・きいろでは、飲み
物等の提供等もされておったから、当然あったと思うわけですよ。それから、フラワーセ
ンターの管理棟にもありますよね。そういったことについて、現地踏査されてなかったん
じゃないかと思われるわけですけども、非常に事業費の見積もりもずさん、事業設計もず
さんと言えなくもないと思うわけですけども、その辺の説明、お願いします。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）済みません、確かにあか・しろ・きいろにつきましては、ちょ
っと私の脳裏になかったということがありまして、大変申しわけありませんでしたが、フ
ラワーセンターにつきましては、当然、現在の建物の中に給水が行っておりますので、そ
こは承知しておりましたけれども、そこからさらに、蛇口から、また１００メートル近く
伸ばしていったときにどうなのかという水圧的なところの計算も、ちょっと日にち的にな
かった関係もありまして、とりあえず本管というところの最大値を予算額の中では計算に
入れたものでありますので、最終的な工事の発注につきましては、そういうことも、フラ
ワーの上のほうも精査した段階で発注は行いたいというふうに思っておりますので、効率
的な水道のあり方は求めていきたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）あえて言いたくはないけどね、余りにもアバウト過ぎて、
建設課の水道の担当の職員とすぐ行って、現場を見て、こうだと、しっかり説明ができる
ようにしてもらわないと、やっぱり同僚議員のほうが何か中身をよく知っていて、逆にこ
うじゃないかというふうな執行部の提案としてはちょっとまずいんじゃないかなというふ
うに、率直に今、議論を聞いていて思います。それぞれ専門家の職員がおられるわけだか
ら、すぐ現場に行って、確認をすると。それでもって、きちっと説明するということに徹
してもらいたいということもあえて申し上げておきたいと思います。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）今、同僚議員からもお話がありましたが、たまたま詳しい
のがおったという話だけで、基本的には執行部と議会とが力を合わせていいまちづくりに
するというのが基本であります。先ほど来、同僚議員が言われた上水道の話、それから副
町長の言われた、いわゆる本管からの取得、逆勾配になろうかと思います。ですから、あ
か・しろ・きいろのところに、多分１１年ごろだと思います、上水道が来たのは。その出
口っていうのがありますので、上から下におろしたほうが水圧も高いし、恐らく最短距離
です。だから、管理棟、いわゆる事務所からも逆勾配ですし、距離があります。そういう
ようなことを、またあいたときに知っておることはお手伝いいたしますけども、ぜひ、い
い形でできないといけませんけども、旧管の大きさとかいろんな面で、先ほど同僚議員言
われましたけども、最小限で最大の効果ということを狙って、まだ時間がありますんで、
着工までに、ということも申し添えておきたいと思います。質問にはなりませんけれど
も、そういった形でやられるというような返事をいただければと思いますが。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）大変古都議員から、本当に心温まる、理想的な御答弁をいただき
ました。一緒になって頑張りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいた
します。（「資料を出して」と呼ぶ者あり）
○議長（村上　正広君）資料は提出するということですので。（発言する者あり）はい。
（「資料ができてからで」と呼ぶ者あり）いや、その資料は最終日に出す。（発言する者
あり）でも、なるべくなら早く出してもらわにゃ、質疑になりませんで。（発言する者あ
り）いいですか。
　次に、６０ページ下段、建設課について質疑を許します。
　７番、久代安敏議員。
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○議員（７番　久代　安敏君）この林道費ですけども、当初、全員協議会で、事故が、崩
落があったということでは、農林課が説明されましたよね。今回、補正を建設課で上げて
おられるけども、どういう経過で建設課の事業になったのかということも含めて説明求め
たいし、それから、県や国、いわゆる午前中も言いましたけど、国土強靱化の関係でいえ
ば、これは明らかに大きな自然災害ですから、やっぱり県、国に対して、設計費も含め
て、予算要望をしていく必要があるじゃないかと。日南町出身ではない、鳥取県１区選出
の立派な自民党議員さんもおられるので、国土強靱化にはもってこいの事業だと思います
ので、ぜひとも予算要望して、獲得をしてほしいというふうに思いますが、どうでしょう
か。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）当初、農林課が協議会かのときに多分御説明してると思いま
すが、この春の融雪が終わった後に、現地のほうに大きな落石があると。それが１カ所で
なく、距離的に１６０メーター程度ですか、転石がたくさんあって、仮にその石を除去し
ても危ないという状況が見受けられたということで、農林課のほうから、土地自体が国有
林ですので、森林管理署のほうに協議、行ってもらっております。森林管理署が国費でや
っていただければ、それですと、町の負担というか持ち出しというのは少ないんですけれ
ども、林道自体は国有林を借りているという建前もありまして、事業的には国の事業費を
充当できないということから、町のほうにおりてきました。事業実施につきましては、普
通の災害復旧と同じで、建設課のほうが工事的なもの、設計的なものを含めて実施すると
いう流れになっておりますので、そういったことで事務の所管がえというか移管をいただ
いて、建設課のほうが今回補正予算として提案させていただきました。
　あと、国土強靱化の関係ではありますけど、国の予算なり県の予算なり、求める事業的
なメニューに該当するものを探して対応するというところですが、今回、国のほうで実施
できないということで、県の治山事業、これの林道改良事業で県では対応できるという、
今の現在のベストな状況だということでアドバイスを受けております。ただ、これは３１
年度、来年度に向けての予算要望になるということから、早期復旧を図るがために、今年
度、町の過疎債を充当して、測量設計に入るということで提案させていただいておりま
す。
○議長（村上　正広君）久城農林課長。
○農林課長（久城　隆敏君）あと、久代議員のほうからありました鳥取森林管理署のほ
う、ここに行きまして、いろいろ要望もさせていただいたところです。それにつきまして
は、林道であるということから、農林課のほうで出向きました。副町長のほうにも一緒に
行っていただきましたけれども、そのときに、国有林事業に関しましては、平成２５年４
月から一般会計に移行をして、累積債務の３兆８，０００億円のうち、２兆８，０００億
円を一般会計に、１兆円を２０４８年度までに返済するという計画での移行でありまし
た。そういったような中で、平成１７年から１８年、いわゆる今回の落石事故のところか
ら約２００メートル下がったところでは国有林事業でやっていただいておりますけれど
も、今回、今の状況下、国の直轄で治山事業の実施は非常に困難であるということはその
ときに言っていただいております。ただ、こういったような状況があっとるということに
ついては上のほうにも伝えるし、何とか協力できる方向で検討はさせていただくけれど
も、ただ、非常に厳しい状況であるということは認識していただきたいという回答はいた
だいております。引き続いて、そのあたりにつきましては、直行での依頼はしていこうと
思いますけども、林道管理者が今の状況下は、そのあたり、災害復旧を行うというのが、
ややルール化されておりますので、正直厳しいかなというふうには感触は持っておりま
す。
○議長（村上　正広君）平成３０年度日南町一般会計予算（第２号）について、全般的に
質疑漏れがあれば、これを許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）以上で議案第５３号の質疑を終わります。
　次に、タブレット６１ページから６４ページ、議案第５４号、平成３０年度日南町国民
健康保険特別会計補正予算（第１号）の質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）議案第５４号の質疑を終わります。
　次に、タブレット６５ページ上段、議案第５５号、平成３０年度日南町介護保険特別会
計補正予算（第１号）の質疑を許します。
　３番、坪倉勝幸議員。
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○議員（３番　坪倉　勝幸君）この連携推進員という方は、例えば何かの資格が要るのか
ということと、この制度が法律に基づくものなのか、要綱なのかについて説明をいただき
たいと思いますし、具体的な事務の中身について説明をお願いします。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）在宅医療、済みません、名前が、医療介護連携につきま
しては、介護保険法の中の地域支援事業の中に位置づけられておりまして、その中で、平
成３０年度からは必須事業ということで規定されております。職種につきましては、幾つ
かの職種が明示されておりますが、医療関係者、または社会福祉士とか介護支援専門員と
いったような職名が設けられております。主な事業としましては、日南町では、かつてか
ら日南病院を中心に、医療、介護、福祉、保健の連携ということで取り組んできてはおり
ますけれども、より一層、専任の者を置いて、連携を深めるということが求められており
ます。直接的な事業としましては、実際に行っております地域包括ケア会議ですとか、在
宅支援会議ですとか、そういった連携をとる事業を中心的に進めるということですとか、
それからまた、いろいろな制度等をわかりやすく住民の方にお伝えするような資料作成等
を主に行っていくこととしております。
○議長（村上　正広君）ほかにありませんか。
　７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）関連してですけども、平成３０年度から必須事業だったと
いうことは、既に公募をされたけど人が配置できなかったのか、なぜ年度中途にこういう
推進員を配置されるようになったのかという点についても、ちょっと確認をしておきたい
と思いますが、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）梅林福祉保健課長。
○福祉保健課長（梅林　千恵君）平成２７年度からそういった方向性は示されておりまし
たので、当初は日南病院と共同しまして介護支援専門員を募集していくということで公募
もしていただいておりましたが、なかなか応募がない状況が続いておりました。そで、平
成３０年度につきましては、当初予算の中で実績がないからということで、計上はしまし
たが査定で落ちまして、予算を計上せずに取り組んでおりました。現在、介護支援専門員
の確保ができましたことから、予算を計上させていただいたということでございます。
○議長（村上　正広君）以上で議案第５５号の質疑を終わります。
　次に、タブレット６５ページ下段から６６ページ、議案第５６号、平成３０年度日南町
病院事業会計補正予算（第１号）の質疑を許します。
　７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）この内科医師の先生ですよね、佐藤徹さんが新しく副院長
で赴任されるということですけども、ちょっとお聞きしたいのは、補正で１，４４５万円
ですけども、その財源が繰入金が全額充当されてますよね。やっぱり医師を１人、副院長
として内科医を確保すると、７月１７日でしたか、そうすれば、やっぱり一定の収益が出
てくるのではないかということで、医業収益をどのように考えておられるのかという点
も、丸々その基金を充当されるということですから、それについて、どういう考え方でし
ょうか。
○議長（村上　正広君）中曽病院事業管理者。
○病院事業管理者（中曽　森政君）今回の医師確保については、以前も議会のほうでも御
説明いたしましたけども、日南病院独自の先生が高齢化して、既に定年を過ぎても勤務し
ていただいとるというような状況の中で、世代交代を図っていくということが一番の狙い
でございます。財源として繰入金ということがどうかということですが、新しい先生の赴
任を受けて、これによって収益がふえる見通しについては、まだ若干保留させていただき
たいということで、一番大事な、次の医師確保世代の確保を得るということについて、基
金を使わせていただきたいということでございます。
○議長（村上　正広君）７番、久代安敏議員。
○議員（７番　久代　安敏君）医師を新しく確保されるということは、我々議会としても
強く要望してきたわけですけども、単純に内科医の先生が１人、現在も内科医の先生がお
られるわけだけども、常勤医として。確かに年齢的には退職年齢になっておられて、勤め
ておられるわけだけども、そのあたりについて、やっぱり医師全体の充実というところか
ら見れば、はっきり収益がどうなるかということが断定できないかもしれませんが、やっ
ぱりこの基金を取り崩すという手法だけに頼らない経営の戦略が必要じゃないかなという
ふうに、意見として申し上げたいと思いますが、どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）中曽病院事業管理者。
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○病院事業管理者（中曽　森政君）昨年から経営状況というのは厳しい状況があります
が、今度いらっしゃる先生も内科とはいえ、それなりの医学会とか専門性もお持ちでござ
います。また、いらっしゃってから、しっかり相談しながら、今後の取り組みについては
検討してまいりたいというふうに思います。
○議長（村上　正広君）１０番、古都勝人議員。
○議員（10番　古都　勝人君）最後にエコーの更新というのが出ておりまして、いつごろ
取得されたものが修理不能となったのか、以前にも似たような質問したわけですけども、
本当に調子がよくなくて、処分されるときに、それが何らかの形で、いわゆる中古品とし
て処理できないのかと思うわけで、このエコー導入、そんなに昔ではなかったような気が
しておりますけれども、取得年月日と、それができないような修理不能だったのかという
ことについて、２点、お伺いをいたします。
○議長（村上　正広君）伊田病院事務部長。
○病院事務部長（伊田　英寿君）外来の新エコーの購入日ですけども、平成１５年７月に
購入しまして、約１５年、経過をしております。故障は修理対応しておりましたけども、
部品も保証できなくなって、今後、直したとしても、将来、いつ、どういうふうな、壊れ
て、また対応ができるかわからないということで、この機に更新をさせていただきたいと
いうふうに考えて、今回補正に上げさせていただいたところです。
○議長（村上　正広君）以上で議案第５６号の質疑を終わります。
　以上で質疑を終結いたします。
　お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第５３号から議案第５６号までの
４議案は、審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議
ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、議案第５３号から議案第５６号
までの４議案は、質疑までにとどめることに決定をいたしました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１０　議案第５７号
○議長（村上　正広君）タブレットの人事案件ファイルをお開きください。
　日程第１０、議案第５７号、人権擁護委員候補者の推薦にあたり議会の意見を求めるこ
とについてを議題といたします。
　本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）議案第５７号、人権擁護委員候補者の推薦にあたり議会の意見を
求めることについて。人権擁護委員候補者として、平成３０年１２月３１日任期満了とな
る白根早苗を引き続き推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議
会の意見を求めるものでございます。
　日にちはまだありますけども、法務局の関係もありますので、この際、今回の議会で承
認を求めるものでございます。
　白根早苗、日南町茶屋２７１０番地、性別、女、生年月日、昭和３４年１０月３１日、
職業、会社員、平成３３年１２月３１日までの３年間の予定でございます。法律上の任期
はございませんが、町で３年間と定めておるところでございます。よろしくお願いいたし
ます。
○議長（村上　正広君）これより本案に対する質疑を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　日程第１０、議案第５７号、人権擁護委員候補者の推薦にあたり議会の意見を求めるこ
とについての討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第５７号は、原案による被推薦人を人権擁護委員として適任と認める意見に御異議
ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり適任と認
めることに決定をいたしました。
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　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１１　平成３０年陳情第２号　及び　日程第１２　平成３０年陳情第３号
○議長（村上　正広君）タブレットの陳情書ファイルをお開きください。
　日程第１１、平成３０年陳情第２号、精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める
意見書提出に関する陳情書、日程第１２、平成３０年陳情第３号、地方財政の充実・強化
を求める陳情、以上、陳情２件は、今期定例会までに受理したもので、日南町議会会議規
則第９５条の規定により、１ページの陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託しま
したから報告をいたします。
　つきましては、今期定例会の会期中には審査を終了され、６月２２日の最終本会議に
は、委員長報告がなされるようにお取り計らいをお願いをいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（村上　正広君）以上で本日の日程は全て終了いたしました。
　本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉
じ、散会とすることに決定をいたしました。
　ついては、６月２２日の本会議は、別に通知をいたしませんので、定刻までに御参集い
ただきますようお願い申し上げます。
　本日はこれにて散会いたします。長時間お疲れさまでした。
　　　　　　　　　　　　　　午後４時３３分散会
　　　　───────────────────────────────
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